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ソ連における団体協約制度およびその変容
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l ネップj明卜Ji体協約の原型

ll. i¥本改革と 1927---2民年の協約カシパニア
TI 1. 19:28 --:29年の協約カシパユア
IV. 労働組合のJ!tL~1負と 1929 年末の協約カシパニプ

V. 転換の継続と1930--31年の協約カ γパニア
V1.展望

はじめに

先年のポーランドにおける「連帯Jの運動は，社会主義国における労働組合の位置と役

割如何という問題を改めて人々の意識にのぼらせた。社会主義国においても国有企業管理

部から相対的に独立した労働組合が存在すべきだという主張は，容易にネップ期ソ連の労

働組合を想起させる(もう一つの論点として，労働組合の共産党からの独立性という問題

があるが， この問題はここでは論じえない)。ネップ期ソ連の労働組合が固有企業管理部

に対して一定の独立性を確保していたということそれ自体は比較的よく知られているが，

その「相対的独立性」の内実は， まだ十分に明らかになっているとはいえなし、。私見で

は，労働組合と経常機関の聞に結ばれる団体協約 (Ko.n.neKTHBHbIH且oroBopl)) こそは，社

会主義的労使関係(労資関係ではなし、)の内実を最もよく示す指標の一つである。本稿

は，ネップ期における団体協約の内容， そして 20年代末-30年代初頭におけるその変容

の検Ii、fを通じて，当該;期における労使関係の内実とその変化を探ろうとするものである。

I. ネッブ期団体協約の原型

ロシア・ソ連の労使関係史において，賃金を初めとする主主本的労働条件を労使の交渉と

その産物たる団体協約によって規制する方式が広汎かつ安定的に定着したのはネップ期に

おいてであったの

もちろん，労働条件に関する団体交渉をめざし従って凶体協約の獲得をめざす闘争

1) ，lJ，OrOBOp は他の文脈では??通|史約!と ，J{されるが，わがllijにおける「労働協約JというJ!j，mとの知
似性を)5'えて， r li.lh約jとれした。これは・般にほぼ定着している I沢し)jでもある。なお iu率協がJ
(TapH中HbI員，lJ，OrOBop)Jとよばれることもあるが，本布:jでは「同体協約Jfニ統ー・する Oソ連の団体協約
HilJJ主に関する，問略ながら先制['I"Jな叙)L!.;として， 11長I!l児Iソ|バ1\Ul の同体協約_H労働法講座，~ ;1'; 7巻
トj 布告ti札 1959年，があり，ネッブ10Jの団体協がJを法学的観点から分析したものとして，小森山
秋犬「ソヴェト Ikj何"II'.業における管聞の法的構造と労働者権 J*5;(大学法学部|浮上論文， 1975年，
第5i片山 2節がある。また， r. K. MOCKaJJeHKo. KOJJJJeKTHBHbI負，lJ，OrOBOp110 cOBeTcKoMy rrpaBy. 
且OKTopCKa冗，lJ，HCCepTaU;H兄.T. 1. M.， 1960， T. 11. M.， 1964 C以ドでは第 1迭のみに百2えするので，
者数指ぷは略す〉は，スターリン批判峠盛時におけるソ述労働法学者の見解な示す力作であるの
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は， 20 世紀初頭以降の労働運動の主要要素の一環をなしており，特に 1905-07年の第 1革

命期には協約締結は一定の範囲に広まった汽 1917年の 2つの革命は再び協約締結の

範四を広げ3¥ 1918年 7月2日の法令は団休協約を労働条件規1liUの基本方式と認めたぺ
1917-19年における団体協約締結数(全ロシア労働組合中央評議会の掌握したものの総数)

表 1 [，j]体協約締結数

1917 {ド :~--lOJJ

1917 "'1三11月一一18jド2Jj

191行 fド:~- () }] 

7 --12 JJ 

1919 '"ド 1--9月法

日5

66 

1
 

・
】{
 

噌

E
A

:361 

106 

特 7月には 1，8月一0，9 n一一7.
c/llリ11)r. K. MOCKaJIeHKo. KOJIJIeKTHBHbI抗江orOBOp no COBeTCK-
OMy npaBy. JlOKTopcKaH ，lUICCe抑制HH. T. 1. M.， 19fiO， c. 
125， 134， 148， 149， 169. そのリI~j処は， urAOP CCCp，中.5451，
OII. ~3 ， ，ll，. 264a， JI. 88 C ヘrt:れよ l~}

は表 1の如くである。このような一時的広がりにもかかわらず，工業の急速な国有化とい

わゆる戦時共産主義期の中央集権的経済政策のもとで， Uj体協約は次第に意味を失ってい

ったのであるり。

1918年の労働法典の第 8条は，あらゆる固有・私有企業における労働条件は[企業指導

者あるいは所有者との合意のもとに労働組合によって作成され，労働人民委員部によって

承認された賃率規程によって規制されるJ(傍点引用者) として， 団体協約の語こそ使っ

ていないものの， なお労使合意の契機を残すかの ~ll くであったが， 同じ条項の註は.I企

業指導者あるいは所有者と合意に達することができない場合には，貨率規程は労働組合に

よって作成され，直接労働人民委片部に承認、のためにもちこまれる」としていた。表 1に

みられるように， 団体協約締結は 1919年まで続いてはいたが. I~lj年後半には急減し，そ

の後 -11寺全く消滅したのであるη。

戦時共産主義期に賃金規制の機能を果たしたのはし、わゆる賃率規程であった。 1920年6

月の「賃率に関する一般規程8)J ~~ 31条は. I各部門の貸率は相応する産業別組合によっ

て作成され，労働人民委共部によって承認される」として，正式に労使合意方式に代えて

国家的規11íU方式を打ちだした。このような国家規制方式が続く 151~ り，団体協約制度には存

立の余地がなかった。

団体協約制度が復活したのは，ネップの呼入と国有企たの独立採算化に伴つてのことで

2) r. K. MocKa.neHKo. YKa3. CO可.， c. 68-103. 
め TaM)l{e， c. 104-130; 辻義日『ロシア 11t'~:命と労使関係の民lJr.u 御茶のノド ， '}bf. 1981年， U) 6 ..-I';'i: 0 
4) CY， 1918， N2. 48， CT. 568. 
5) 11. A. TpaxTeH6epr. Ko.n.neKTHBHbI抗，ll，orosop.5-e H3MeHelIHoe H )l.OIIo.nHemIOe H3)l.aHHe.九1..，
1927 C以下，断りない限り，この版に百及するJ，c. 27-29. 
6) CY， 1918， N2. 87-88， CT. 905. 
7) r. K. MocKa.neHKo. YKa3 CO可.，C.169. 
8) CY， 1920， N2. 61-62， CT. 27fi. 
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ソ連における団体協約制度およびその変容

あったの。 ネップ期の労働組合が国家・経営機関から相対的に独立し，労働者の利益擁護

を主たる任務としていたことは団体協約制度において最も鮮明な表現を見出している O 労

使がそれぞれ自らに課された任務の遂行をめざして主張を出しあい，対立しあう両当事者

間の交渉の過程を経て締結される団体協約によって労働条件が設定されるというこの方式

は，市場経済原理を基軸とするネップ期にふさわしい労使関係の型であった。 1920年代後

半に工業化・ JI・i弱化への胎動が始まるとともに，協約の自由契約原理と経済の計画化原理

との間には緊張関係がはらまれていったが， 20年代を通じて， 労働条件設定者としての

協約の屯要性，そして協約交渉における労働組合の対経幻自己主張の姿勢は揺ぐことがな

かったのである。

ネップ期における団体協約の具体的内容を検討するために， 1925年 2月3日に全連邦

労働組合中央評議会〔以下. 1"全ソ労評Jと略記する〕幹部会によって承認された模範協

約を主な素材としてとりあげる。 この模範協約は， 1927年に発行された団体協約に関す

る標準的著作に付録として収録されており 10) また「社会主義的工業化と全面的農業集団

化を準備する時期が終わるまでJ 多くの協約の基礎となり， 若干の変化にもかかわらず

1930年まで本質も構造も維持されたといわれているものであって113，ネップ期団体協約の

「原型」とみなしてさしっかえなし、。但し， 1926年 12月の第 7[tlJ労働組合大会の諸決定

およびそれに基く 1927-28年の団体協約カンパニアの実際は，当然ながらこの模範協約に

は反映されていないので，それらの点については以下の論述の中で補足的にふれることに

する。

先ず，模範|あ約の第 1章は一般規程であって，締結当事者，協約の効力が及ぶ範囲，有

効期間，等について定めている1%有効期間は最大限 1年間とすることが 1923年 10月に

定められており 13) 実際には 1年のものが大半であった1% 但し， 当時の経済年度は 10

nに始まって翌年 9月に終わるものであったが，団体協約の作成は工業諸機関の経済年度
プロムフイゾプヲ y

ごとの生斥財務，i十阿がで、きた後に取りかかるので，協約締結は経済年度開始に遅れること

が多く，協約の有効期間は経済年度とは異なる(各年ごとの詳細は後にみる)。

締市I~ ~Æíll王者の UiJ題に lヌ!述して，協約には一般協約(reHepaJIbHbIH江orOBOp) と地方協約

( JIOKaJIbHbIH江orOBOp) の2種類がある。前者は全述邦もしくは共和国規模のものであっ

て，産業別労働組fT中央委民会と当該部門担当工業機関との問に紡ばれるのに対し，後者

は労働組合県支部・地区委民会等と{V11別企業もしくはその地方的辿合体との間に結ばれ

るO 一般協約が存在している場合には，地方協約は前者によって市11約され，その労働条件

9) g，，，(川{1111リJIネツプの導入と労働組合JU'歴史学研究JJ抗 443り (1977:1ド 4)J)， 2-3へージ O
10) 11. A. TpaxTeH6epr. YKa3. CO可.， c. 122-128.なお，このおffFはjじ;1(，資本主義↓1;1における[，11体
|協窃約(制i制凶』月州j打!山主のJ併併札Lぷ説詰iと し』てζ"1乍1
、ヅソプi碍再人による[卜問、J孔tl(，付休休4キ本;協約11市制制iむ担削)1見IJ山山:i向主川I1川円ん可， その後の制度確立と締結的行拡大呼の過faの'11で， そのj立に改
訂・拡充けいこソ述における I'J1体協約11ilJ肢について)を施された。 ここでとりあげるのはその第 5

1阪であるが，他に 1924年刊の却 4版もみることができたc

11) r. K. MOCKaJleHKo. YKa3. COlJ.， C. 215. 
12) 11. A. TpaxTeH6epr. YKa3 COlJ.， C. 122. 
13) ~日3BeCTlI 5I HapOJlHOrO KOMHCCapHaTa Tpyλa CCCP>， 192:1， M. 9/33， c. ;1. 
14) CM. 11. C. BOIITHHCK目前 (Pe)l.).npaBoBble BonpocbI KOJlJleKTHBHbIX )lOrOBopoB. M.， 1929， c.お.
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を改悪することは許されない1530

なお，上の規定に示されるように，地方協約は個別企業レヴェルで、締結されることもあ

りうるが，労働組合側が締結権をもつのは支部・地区委員会どまりであって，個別企業の

工場委員会は締結権をもたなし、。一般にはトラスト・レヴェルでの締結が主であったが，

稀に個別企業レヴェルの協約が結ばれるときにも，労働組合側は工場委員会ではなく地区

委員会によって代表されたのである 16)0 1928年の例でいえば， イジョーラ工場に関する

協約を結んだのは金属労働組合レニングラード地区委民会であり，モスクワ水力発電所の

協約を結んだのは同労働組合モスクワ地区委員会であった1九

一般協約と地方協約の数は表 2の如くであった(参考までに，協約全体による掌握率は

表 3の通りである)。一般協約数の停滞 (1928年には微減)に対して地方協約数が一貫し

て増加していることが注目されるO 但し，こうした分散化の過程は主として非工業系諸組

表 2 般協約および地方協約の数

i) 1925年 1月

一般協約

地方協約

( Yrl， .州、|レヴェノレ
ワイ下:)<
l /lIj .管!;<:レヴヱノレ

ii) 1927年および 1928年

( 1927 {F 
一般協約( 一

l 1928 :iド

( 1927 {ド
地h協約(

l 1928五ド

|品約の数

102 

44，416 

2:~ ， 2~Q 

21， 194 

44，518 

協がJの数

109 

94，728 

106，404 

包摂される労働者
数(1， ()OO人〉

17，1() 

3076 

2491 

585 

4822長

包摂される労働者
数(1，000人〉

2，/180.5 

日，，123.8

S， 1OS. 8 

仏， 365.0

骨 一般協約が右:イ1:していて，そのドに地方協約も補足的に結ばれてい
る場合には，包摂される労働点数を単純に什計するミとは二 rn ;j j./~):

を合むことになるψ あるいは，ここでし寸地方協がJにはそのような

補足的協約ば含まれていないのかもしれないが，その点は不明であ

る。とりあえず原去のまま尚載した。

UJ¥ !JJ~) 

D H. A. TpaxTeH6epr. KOJIJIeKTHBHhI首.llOrOBOp. 5-e H3.ll.， M.， 
1927， c. 87. 

iD {CTaTHCTHKa TPY.lla}， 1928， M. 9-10， c. 32. 

15) 1922 年労働法!JI~ (Cy， 1922. NQ. 70. CT， 903)泊 17条;H. A. TpaxTeH6epr. YKa3. COtJ:.， C. 85-86， 
122; H. C. Bo員THHCKH詰 (Pe.ll.).YKa3. CO立， c. 28-31. 

16) {TPY.ll} CU~f Tと時記]， 4Ma冗 1922 r.， c. 2. CM. H. A. TpaxTeH6epr. YKa3. COtJ:.， 4-e 
.llOrrOJlHeHlIOe H3.llaHHe. M.， 1924， c. 93;小森IiJ秋犬， liij掲学{立品交， 1255-7， 1260-3ベージ O

17) {CTaTHcTHKa TPY.lla}， 1928， M. 5-6， c. 2. 
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ソ連におけるl丹体協約出11)支およびその変作

表 3 1':1-]体協約の掌握皮

|品約に数よって(掌)()(握)人さ〉れて
いる人町 1， 学握(%半) 

19:25 {ド f)151 約6.() 

19~(; ~f'- 670:2 約7.0

19:27 {ド 日1-17 K9. H 

19:2Hjj¥ 94:25 9:l. 5 

19己9イ¥'. J()[j!J :2 り，1.9 

この側の数'i<(工夫2の合JIーより多いが，その問の事↑I出;t/jミ|リjである。
Ull ijlU {uraTHcTHKa Tpy江a}，1929， M. 9， c. l:L 

合でj並行したのであって，工業系の組合には当てはまらないことも指嫡されている1的。 協

約締結のレヴェルの問題は後に重要なものとなる(本稿第 V 章参照)ので. 1ω92ωO年代の

型についてi記i氾己E引11憾|

十筏究範協約の第2輩は}匝在巨:月用1およひび、角解f午1履のl日問i日叶lリl題を占故及つているO この問題に関する基本原則は

よ!iに労働法典によって完められているが，それをflH起する事項がここにとりあげられてい

るのである O 肢も重要な点としては，雇用に際して労働組合員を優先し人員削減による

解雇の場合には，同じ熟練ならば非組合只から先に解雇するという項がある 1汽慢性的失

業の存在していた 1920年代においては， これが労働者を組合に加入させる強力な誘因と

なったことはいうまでもなL、。この他，第 7間労働組合大会では，新規雇用に際して職業

紹介所経由を経営側に義務づける趣旨の条項を協約に合めることが推奨3れ20) 1928年

の多くの協約ではこのような条項が現実に挿入された21hまた，ツJ{動力流動対策として，
[~~nl;時労働の規制一一一特に. ffi'市(1'0な仕事に臨時労働を使わないこと一一ーをうたう条項も合

められだし7こ2230

解雇に日.1Jiliして特に川題となったのは，内部管2理規則(就業規WJ)違反による解雇の手

続きである。 1922年労働法典第 47条の註 1は，このような解叫については評価=紛争委

日会 (pac即日O四 0・1WB.i'JIHKTHa5I KOMHCCH5l，略称 PKK，労使同数の代表からなる委員会)

の事前決定を要するとしていたの 1925年 9月に全ソ労評によって承認された模範内部管

理規則付録の罰則表もこれを踏襲し懲戒処分としての解雇は必ずJ、F価=紛争委民会の事

前決定を要するとしていた23)。 しかし. 1927年 7Jjに労働人民委員部によって承認され

た模範内部管理mWJ付録の罰則表はこのような事前承認市Ijをはずして，管理部による一方

的~jf.雇を認め，ただそれに不服な者が事後的に紛争手続きで評価=紛争委員会に訴えられ

るとした2430 これは労働組合の強く反対するところであり.全ソヴ?評のイニシャチヴによ

lH) {CTaTHcTHKa TpY，lJ.a}， 192H， NQ. 9-10， c. ~Q-:n 

19) 11. A. TpaxTeH6epr. YKa3. CO可.， 5-e H3，lJ.aHHe， C. 123. 
20) {Ce，lJ.bMoi'1 Cもe3江 rrpo中eCCHOHaJlbHhIXCOIu30B CCCP}. M.， 1927， c. 754. 
21) 11. C. BOHTHHCKH首 (Pe，lJ..).YKa3. CO可.， c. 41. 

22) TaM >Ke， C. 19， 46. 

23) 11. A. TpaxTeH6epr. YKa3. CO'I.， C. 1:15. 

24) {113Becn四 HapO，llHOrOKOMHccapHaTa Tpy，lJ.a CCCP}， 1927， N2. 32-3:~ ， c. 473; 11. C. Bo政TH司

HCKH泊CPe江よ YKa3.CO児， c. (iO. 
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って，従来の手続きが復活されたという 2九後に，工業管理機関の代表は，労働人民委員

部作成の内部管理規則では工場管理部の一方的解雇椛が認、められているのに，実際にはこ

れが実行されていないと苦1/iを述べたが26) これは i二の点に閃わっているものと忠われ

るのこの点に最終的解決・をもたらし経れ担1]のヴj的解雇権を伝法と 1て確認したのは，

1929 jf 3月611の法令であった2730

関範協約の第3章は賃金rUj題を扱っているのこれが協約中の肢も重要な部分であること

はいうまでもなL、。ソヴェト政権の賃金政策全般については別11司に論じる必要があるが，

ここでは， [吋体協約によって具体的にどのような事項が決忘されるのかという点にしぼっ

てみてし、く O 先ず，各労働者・ l政Hがどのような賃金を受けとるかは，各人の等級友への

格っけによるが，校(自|窃約はこの格つげは~tJmìyl~の惟fiEであるとし降手はJ刊11日=紛争委

員会の決定するケースに該当する者について管理m~が実行するとしている2%

次に各等級の京本賃金については，I第 1等級の者の基本賃金 (Tapli{iHa5ICTaBKa)は xx 

ノレープリの傾に定めるつその他の手級の主主本賃金はドli己の 17等級の賃率表(TapJHlma冗

ceTKa) の係数に従って定める」とあり，係数を具体的に示した貸率表を局載している2930

例えば，第 4等級は第 1等級の1.8倍であるので，第 1下級の本木賃金者ru二1.8をかけれ

ば第 4等級の者の基本賃金額が算出されるわげで、あるの

協約はこのような形で基本賃金額を決定しているのであるが，その際，次の点に留意し

なくてはならなし、。閃lち， 賃率表は各協約で定めることにはなっているが， 1923年 9月

の全ソ労評総会決議は， 17等級からなる全部門共通の12率表を各組合に推奨し30) 1925 
年の模範協約もこの賃率表を採用している。従って，賃~fÇ表の決定は協約によるとはし、っ

ても， 実際にはその都度の労使の交渉によって作成・変更されるのではなく， 多くの場

合，一律の賃率表が挿入されていたのであるO しかし，第 7[lll労働組合大会は貸率表に一

大改革を施すことを決定し，それまで単一の去に労働者・職14・管理工技術人H・見習工

が包限されていたのを，それぞれ分離すること，新ft本表は各組合ごとに作成することを

定めた3130そしてー実際，その後の協約では各組介ごとに様々な賃率表が採用されている

のである3230

基本賃金を決定するのは，この賃率表と第 1等級の労働者の基本賃金額であるが，後者

は協約によって実際の高さが決定される。とはし、え，この賃金額決定も完全に自由な交渉

の産物ではない。経済計画化への全般的努力の中で，賃金だけを完全に計雨的規制の外に

25) {OpoφeCCHOHa.llbHble COlO3bI CCCP. 192()-1928 rr.y. OTlJeT BUCOC K VIII Cbe3Jl:y rrpo中e-
CCHOHa.llbHbIX COI030B. M.， 1928， c. 459. 

26) {ToproBo-rrpoMbI凹.IIeHHa兄 ra3era>C以 1"，TOr と日九;己]， 2 MapTa 1929， f.， c. 1. 
27) C3， 1929， N2. 19， CT. 1G7. J~'d; J1 111111リ 1 I スターリン休 ~I山&. ¥'，・!引におけるヴY倒れ統f干の問題J(1) ii社

会利午 ltJT冗』江í~ 33 {f:jX) 4~J- (1981 {ド) 185-6 ベージ苦手Jli5，

28) H. A. TpaxTeH6epr. YKa3. CO児， c. 12;1. 
29) TaM )l{e， c. 123-124. 

30) IO. MH.IIOHOB (COCTよ OyTeBOJl:HTe.llb rro pe30.ll即日目兄M BcepocCHHCKHX Cbe3Jl:OB H 

KOHφepeHUHH rrpo中eCCHOHa.llbHbIXCOI030B. M.， 1924， c. 57G. 
:n) {CeJl:bMOH Cもe3江…ー・ t，c. 787. 
;~2) {口pO中eCCHOHa.llbHbleCO泊 3bICCCP. 192G-1928 rr.>， c. 324-;ロメ;{CTaTHcTHKa TpYJl:at， 1928， 
NQ. 5-6， c. 1. 
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おくことはできず， 第7[uJ労働組合大会は「賃金上昇の計画的・集権的調整」をうたっ

た3330 具体的手続きとしては，毎年の工業計画のー要素として，労働生産性向上とそれに

みあった賃金フォンド(支払い賃金総額)ttlが集権的・社両的に決定されることになる。

この決定過程には労働組合も参与するが，この過程それ自体は協約の問題ではなく，むし

ろその前捉となるものいである川。こうして決定された賃金フォンドを属用人員数一一一これ

は， しばしば遵守されなかったとはいえ，工業機関によって，t1-両的に決定され，その決定
は協約事項ではなかった35)一一ーで割れば平均賃金(予定額)が件られることになる。この

ような子続きをliij挺にした法本賃金制決定には，それれ大きなj船員:のIP&Iは存在しなかった

であろう。ただ，主主本賃金と実際の隊件の/tjJには大きな食い迎いがありうるし，質合フォ

ンドも必ずしも厳守されなかったので，上述のような平均賃金(子定額)の決定が基本賃

金額を一義的に1じめたわけではなく.後五ーはあくまでも協約によって定められるのであ

るの

以上， AE本賃金についてみてきたが， IH米自給~Illj の場介，~に 11\来尚早佃iおよび生産高

ノノレマが定められねばならなL、。これらの!日]の閃係は，次ユーにでノJミされるの

基本賃金子生産iq ノルマ =111来 ，~;jiyl.ul!i 

IU来高It1uITi x実際の11¥来，'，:)=突際の賃金額

このノノレマおよひ、iP. 1I!li~ 土 1\~理一郎によって作成され，評ú!ti=紛 /ft委H会によって承認され

る，と模範協約は定めている 3G)。ノノレマ・ ii'I.utfiそのものは個々の作業ごとに定められるの

であるから，膨大な数にのぼり，協約の中には合まれていない。|品約はただ k記のような決

定手続きを定めているにすぎなし、。しかも，このような子続きは吋Mj:--般的に行なわれて

いたものであって， {[I'，1々 の|品約ごとに返った手続きが 4よじめられているわけではない。その

意味では，協約のこの部分は無|守容ともいえるO ただ， ，ifu国=紛争委H会は労使同数の委
民会であるので，ノルマ・単uJti決定がこの委只会の承認を要するとされていることは，協

約の他にこの而でも賃金決定に労使合意の契機が合まれてL、ることを物語っているO

なお，出来高給労働者の法本賃金(先の算出式の出発点にあたるもの)は貸率表から算

IUされる額そのままではなく，一定の「調整係数 (paCl.reTHbIHK03(TcI'MIJ，MeHT)jをかけた額

とされることが多かったが，このような調整係数によって本来の基本賃金額と実際の稼得

とのAs離が大きくなることは賃金計画化の[SIに守で、あったから，第 7[口l労働組合大会は調整

係数の縮減をうたい37) 1928年の協約では実際にそのような方針がとられた3的。

賃金決定に関しては，この他.7Eき時間に対する支払い，不良1171に対する支払い等の問
題があるが， ここでは省略する。総じていって， 1920年代の協約は， rf:t央からの各種の

指令や計画化の進行によって一定の ~Ijlj約を被りつつあるとはし、え，一応、低金決定機能を有

していたとみてよいであろう 39九

:33) {CeJlbMO説C'be3え……)， c. 782. 

:M) E. H. Carr and R. W. Davies， Foundations 01 a Planned Economy， 1926-1929， vol. 1， 
L.， 1969， pp. 488-9， 493-4， 507-8， 523; 11. C. Bo抗THHCKHH(PeJl.). YKa3. CO可.， c. 79. 

35) 11. C. Bo前THHCKH抗 CPeλ.).YKa3. CO可.， c. 78. 
36) 11. A. TpaxTeH6epr. YKa3. CO可.， c. 124. 
37) {CeJlbMO負Cもe3Jl……)， c. 786. 

:m) {CTaTHcTHKa Tpyλa)， 1928， N2. 5-6， c. 7-8. 
39) {Il. L. 1'21 家施設職日の(糸約に I~J しては徐々に \fij 家規制が導入されていった (C3 ， 1925，地42，CT. 
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模範協約の第4章は労働時間および休憩，第 5章は労働保護，第 6章は見習工制度(y可e-

HlIQeC1‘BO)， 第 7章は文化活動をそれぞれとりあつかっている。 これらに関する事項は労

働法典によって定められていることが多いので，それに対する追加・補足あるいは具体化

という性格の条項が主であるo 170え(i，労働保護の京では，作業着支給・特別食支給・追

加休暇賜与等に関して，特定のカテゴリーに属する者にこれらを与えるとしそのカテゴ

リーの一覧表は協約の付属文書として添付すると定めている 40)。見習工制度については，

未成年労働者を最低限これだげは雇わねばならないとする「確保枠 (6pOH冗)J 制度が具体

化され.また文化活動に|渇しては.賃金の 1%を丈化活!fs.庁tとして管理部が天引きして，

一括して組合に渡すこと，労働組合の文化活動のために企業は一定の敷地を提供する義務

があること，手がうたわれている4lh
1925年の模範協約は以 i二で終わっているが， 実際の活協約は， この他に派遣と異動，

生活改善r: :J題，技術人i~の労働条件，社会保山 I)l;J係の諸問題，女性のための特別の保障，

労働組合に対する雇主の物質的義務，といった諸:rJ~口を合んでし、た4% これらも法的に基

準が定められていることが多く， その補足・具体化が Lであるo 19271f.末 28年初めの
団体協約更新カンパニアでは，賃金以外の治労働条件に!万ずる基準一一当時の用語法では

「権利的J&Jj¥;準 (rrpaBOBbIeHOpMhI) J一一一に閃しては原WJI'J'jに変更しない方針がとられ

た4330 このように，過去にがiばれた協約中のi市Jた準がそのまま繰返され，あるいはそうし

た慣習的基準が立法として定着されてし、くと，協約は立法を補足する意、義をもっとはいっ

ても，事実ι法律の繰返しとなる部分が多くなり，その意義は次第に薄れていくことと
なる 4430

こうして.一方で、は賃金について計阿的・集権的規制が進行し，他方ではその他の「権

利的諸京準」についても協約は次第に実質的立味の薄いものになっていくのであるが，そ

れに代わって強調されだすのが，協約の大衆教育機能である。ソ連における団体協約が資

本主義国におけるような労使の対立・闘争の表現ではなく，その締結時の討論への大衆参

加を通して生産課題達成，労働生産性rt!)J:，労働規律遵守手について労働者側にも義務を

確認させる双務的なものであり，大衆教育機能をもつものであるという主張は既に 1920

年代半ばにもみられるが的，協約の労働条件設定機能の後退は大衆教育機能をより一層前

IIlIに押しだすこととなるのであるO もっとも， 1920年代の協約は. これまで具体的にみ

たように，ほとんど専ら経営側の労働者に対する義務を定めた事項ばかりからなり，労働

者側の具体的義務を定めた事項を合んではいなし、。その意味では，協約の双務性・大衆教

:321， 1926， M. fi7， CT. 514， 1927， M. 59， CT. 589， 1928， M. 6:3， CT. 583; CM. {BorrpocbI Tpy江a~
〈以 t;，BoTと町内"心， 19加， M. 10， c. 36-.11 CA. KY3Heu.oB])。この制度が及んでいる範UHでは，
同体協がJはit〈ih決定機能やもたtr..いことに/r:.る Lかし， ~Ti'::í では 1'，1 家施，&J眼目よりも-般企業'')1

働行な):.として念頭においているので，この問問にはたi:， l 、らたいi

40) 11. A. TpaxTeH6epr. YKa3. CO可.， c. 126. 
41) TaM双e，C. 127-128. 

42) 11. C. Bo負THHCKH泊(Pe)l.).YKa3. CO可.， rJl. VII， X， XII， XIII， XIV， XV. 
43) T， 30 OKT兄6p兄 1927r.， c. 3; 11. C. Bo政THHCKH員 (Pe)l.).YKa3. CO可.， c. 16-17. 
44)やや後の交献であるが， CM. BoT， 1930， M. :3， c. 13-19 (11. Pe3HHKoB). 
45) {KnCC B pe30Jl即日目兄XH pe山田IH冗XCもe3)lOB，KOH中epeH日目前日 IIJIeHyMoB UK~. 8-e H3江aHHe.
T. 3. M.， 1970， c. 273、{Ce)lbMO白 Cbe3)l …・・・ ~， c. 784; T， 30 OKT冗6p匁 1927 r.， c. 3等.
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育機能は当時においては単なる言葉にとどまっていたとみてもよいであろう O まさにその

ことが，後に批判を浴びることとなるのである4630

11. 賃率改革と 1927-28年の協約カンバニア

-liiJ章で、は 1920年代後半の団体協約についてごく一般的に概観したが， そこでも述べた

通り，協約は原則として 1年を期限としており，毎年，時期は少しずつ異なるが，協約一

斉更新のカンパニアが行なわれるO そこで，団体協約についてたちいった検討を行なうに

は， このカンパニアの過紅を各年ごとにみていかねばならなし、o IIII章で、も述べた通り，

1926年 12月の第 7lfiJ労働組合大会は賃率改革を打ちだした大会で、あったが， その改革が

実行に移されるのは 1927年末-28年初めの協約カンパニアにおいてであるので， 先ずこ

のカンパニアヵ、らJメていくこととし7こし、46心。

1927-28年カンパニアの基本方針を打ちだしたのは. 1927年 10月29日の全ソ労評およ

び段高国民経済会議の共同指令書簡であるO 書簡は先ず第 1節で 1927/28経済年度におけ

る工業の労働生産性向上を 13.8%. 名目賃金上昇を 6.5%. 物価引き下げを考慮した実

質賃金上昇を 11-12%とする目標を掲げる O このような賃金上昇H標と労働力数増加予定

から，賃金フォンド総額は 1ai 3， 000万ノレープリの増， うち低賃金屑の引き上げに利用さ
れうるフォンドは 3，000万ノレーブリとする O このような目標を労働組合・工業機関双方の

段高指導部が指令という形で示すことにより，協約締結における賃金決定に一定の枠がは

められているのであるo 書簡は次いで第 2節で賃率改革の実行を指示する。第3節では，

労働生産性向上目標達成のためには，古くなった生産高ノルマの改訂(ヲ!き上げ)が必要

であるとして，協約改訂JI!j'におけるノノレマ改訂を指示する4η。第 4節は，賃金以外の諸条

件に閃ずる基準は今l口lのカンパニアでは原則として変更しないことを指示するO 第 5節は

カンパニア時における無用な引き延ばし， 紛争を戒め， 12月 15日までに調印. 1928年 l

YJ1rJまでに各企業に送付としづ期限を示し，協約の有効期間は 1928年 1月1日からの 1

年間とする 4的。最後に第6節では，カンパニアの教育的意義が強調されている O 協約は労

使双方の義務を:定1:主"'めるものでで、あると同H

労{働動組合活革観励lj家のf役究割があたカか這も彼らの問にある〈利:1主j拝?の矛f府百》に基くカか為の立却如l日iくに考える
古誤:つた理Wi削併V昨げ'(.Jは， これまでみられたところであるが，今凶は繰返されてはならない， とい

46)例えば， {nJJaHoBoe X03冗員CTBO~ ， 1930， N2. 10-11， c. 181-182 (江.PaxMaH). 
41i a)なお， 1\ ヰ~dx: I(人の具体(IZ)内科の1食品は日IJの機会(塩川{ljJゆj [~I社会主義い<1 家」と労働者階級Jl (仮

厄D '，r'i波，1::1，1;，近 FIJ，日 2市部 1節〉にゆずり，ここでは協約カンパニアの経過の々に京点をおく 0
47)似 L，ull，(J rすべきノルマとは 111'くさくなったもの，謀っているもの，合J1J1.化が行なわれた作業に

Wlするもの， とtにっており，すべてのノルマを改，1fすると Lてし、るわけではない。改正Jの範聞を実
際にどの引庇にするかは激 Lい論争の対象となった。例えば， T，6匁HBap兄 1928r.， c. 1参!問。

48) 当時の経済年度~Lt 10 rJに始まり 9Jjに終わるものであったが. .ilIl常，新年度の始まる 10月 1日ま
アロムフインアヲン

でにはその年皮の !L~fそ財務計両作成が最終承認に烹っておらず，従って 10 月までに協約カンパニ

アを民間することはできないという 'J~情から，協約更新の日付は経昨年度開始の日付よりも遅れて

いる o CM. {口pOφeCCHOHaJlbHbIeCO旧3bICCCP. 1926-1928 rrふ c.:344. 従って，この時の協約
カンパニアは 11927年末:28年初めの(あるいは 1927-28年の一一一1-1927/28年度のJではない一一一〕
カンパニア→!とよばれるが，結ばれた協約自体は r1927/28年度のJではなく1'1928年の協約」である。
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うのである4930

みられるように，賃金決定に関する集権的規制を打ちだし，また労使の利害対立よりも

労使協調と労働生産性向上への大衆動員を指示しているという点で，計画化・工業化への

労働組合の協力の姿勢を示したものといえるoI右派」労働組合指導部といえども， この

程度にまでは「生産主義的」かつ「労使協調主義的」だったのであるO そもそも，このよ

うな指令を工業経営機関と労働組合の双方の最高機関が共同のものとして発したこと白体

が，労使の協調一ーもちろん，緊張の要素を排除しないーーを物語っている4川。しかし，

他方では，貸率改革は各組合・各協約ごとの新しい賃本体系f:1jIl1を目ざすものであったか

ら，個別組合には一定の自主性が残されていた。また，労使双方の義務ということがL、わ

れてはし、ても，労働者側の具体的義務を示す条項はまだなかった。そして何よりも， rll央

からの基本方針では一応労使協調がうたわれても，実際のカンパニアの過程で両者の対立

が生じないという保証はどこにもなかったので、ある。

指令書簡では年内の協約締結がよびかけられていたがー実際には予定期限までに調印が

完了した例は稀で、あった5の。遅れの 1つの理由としては， 1927年末は第 15同党大会が閃

かれ，主流派と合同反対派の党内闘争が絶頂に達した時期jであったので，多くの活動家の

目が党内論争に向けられ，また党大会で、反対派の敗北が確認されると一部の活動家は「お

祭り気分」に陥ったことが指摘されている 5130 協約カンパニア自体に内在した問題は，賃

率改革が行なわれたので新賃率表・熟練等級便覧作成に時間がかかったこと，協約カンパ

ニアと同時にノルマ改訂も行なわれたこと，であった5230

ノルマ改訂問題をめぐっては，労働組合と工業機関の中央レヴェルでも論争が行-なわれ

たが53) 個別の協約交渉のrl'でも，ノルマおよびその他の点をめぐって当事者間で合意が

成立せず，調停・仲裁機関に紛争としてもちこまれることが多かった。紛争の総数は前向

のカンパニアよりも少なかったといわれているが，にもかかわらず，紛争多発およびそれ

に伴う協約締結の遅れは深刻な問題としてとりあげられた5430

ここで「紛争」という場合，主要に一一排他的にではないが一一念頭におかれているの

は，調停委員会あるいは仲裁裁判によって解決される「制度化された紛争55)J (この他に，

企業レヴェルの紛争解決機関として評価=紛争委員会があるが，これは協約締結をめぐる

紛争には関わらない)である O 制度化されない紛争としてのILJ猫ストその他の「騒廃J

L 穀物調達危機を背景とした食糧難・物価上升との関連で，各地で起きてはし、たが56)

49) T， 30 OKT刃6p兄 1927r.， c. 3. 

49 a) E. H. Carr ancl R.羽T.Davies，。ρ.cit.， p. 527参照。
50) BoT， 1928， N2. 4， c. 6 (5. MapKYc). 
51) TaM )l{e， c. 3-4; {50JlbllleBIu(}， 19泊， N2. 5 (15 MapTa)， C. 56 (5. MapKYc). 
52) BoT， 1928， N2. 4， c. 6-7 (5. MapKYc)， 1928. N2. 9， c. 10ー11(口.ABJJ:eeB); 11. C. Bo詰THHCKH首
(PeJJ:.). YKa3. CO可.， c. 9-10. 

53)前註47参WAo
54) {CTaTHcTHKa TPYλa}， 1928， N2. 9-10， c. 33-35; 11. C. Bo抗THHCKI拍 (PeJJ:よ YKa3.CO可 C.
10-13， 14-16; BoT， 1928， N2. 9. c. lO-l1 (0. ABJJ:eeB); {50JlbllleBHK}， 1928， N2. 5 (15 MapTa)， 
c. 59 (5. MapKYc)等。

55) この概念，およびその他の「紛争」との関述については，恥川仲明「ネップ期労働組合のli円問題J
Iロシア史研究』第 37り(1983年)， 62ページ参加。

56) CM. {50Jlb凹eBHK}，19却， NQ. 5 (15 MapTa)， C. 55-56， 59-60 (5. MapKYc). 
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ソ連における同体協約制度およびその変行

その実態はなお十分明らかでないし，労働組合の正規の機関の活動を主たる対象とする本

稿の課題設定からは，あえてたちいる必要はなし、。労働組合はこのような「騒陵」の組織

者ではなく，むしろその敵対者だったからであるO しかし，そのような「騒擾」と区別さ

れる「制度化された紛争」という形においてではあれ，とにかく労働組合の正規の機関が

経営側の主張をそのままは呑まず，不服な点については紛争機関に訴える一一一あるいは逆

に，労働組合が経営の呑めないような過大な要求を捉出し，経営側が紛争機関に訴える一ー

とし、う行動に11¥ていることは，当時の労働組合が一定の枠内にもせよ経営に対して自主性

を保持していることのあらわれであるとみなすことは許されよう o その意味で，この協約

カンパニアrjrにおける紛争の多発は，確かに興味深い現象ということができる。

ともあれ，協約カンパニアの過程で紛争が多発したことは協約の速やかな締結を妨げ，

1928年 1月から発効する筈の協約の締結が実際には 3月まで、かかるという結果になった

のである 57L その 1つの原因が，協約カンパニアとノルマ改訂が同時に行なわれた58)点に

あったということの反省から，今後はノルマ改訂は協約ヵ γパニアから分離することが主

張された。以後，ノルマ改訂は 1年のうちの特定の時期に集中せず¥年聞を通して少しず

つ計画的に行なっていくべきものとされたのである 5930 このような方針変更と賃率改革の

紋初の実施を伴L、ながら 1927-28年の協約カンパニアは終了した。

III. 1928-29年の協約カンバニア

1927-28年カンパニアの教訓|をふまえた次のカンパニアの準備は 28年秋から始まった。

この時期は， r右派J労働組合指導部と最高国民経済会議およびコムソモールとの論争が
政治指布部における「右派」批判ともからんで進行した時期であり，労働生産性と賃金の

パランスの川越，ノルマ改訂継続の問題等をめぐって労働組合と工業機関との紛争が続い

た60)0 10月下旬に開かれた(第7期)第 5Uj]全ソ労評総会は，賃率=経済部長ギンズブ、ル

グの報告に悲し、て，前向の協約カンパニアでは終了しなかった賃率改革を引き続き推進す

ること，ノルマ改訂を協約カンパニアから分離すること，ノルマ決定に関して経営側の一

方的決定権が工業機関から主張されているが，評価=紛争委員会での事前承認制を堅持す

ること，等を決定した61L
11月3日には前年同様， 全ソ労話・最高国民経済会議共同の指令書簡が発表された。

書簡は，労働生産性向上にみあった賃金引き上げ(低賃金部門の引き上げフォンド 3500万

ループリ)， 賃率改革の継続等を指示する点で前年のそれと似た内容のものであった。 ノ

ルマ改訂は協約カンパニアから分離されることとなった。締結期限は 1929年 1月1日ま

57) BoT， 1928， N2. 9， c. 11 (0. AB江eeB).
58) {It L， 1況に.i1iべたように， {~司々のノノレマは協約の 11' に書きこまれてはい t仁 L、ので，形式的には両者
は別々のことがらで;ιるO ただ，その 2つを|叶!i与に行なう方針がとられたにすぎなL、。
59) T， 3φeBpaJI冗 1928r.， c. 1 (rrepeλOBa兄)， 2 H旧H冗 1928r.， c. 2 (H. OorroB); {60JIbIlleBHK)， 
1928， N2. 5 (15 MapTa)， C. 62 (6. MapKYc); TOr， 25 ceHT冗6p匁 1928r.， c. 1 (rrepeぇOBa兄).

(0)例えば， TOr， 25 ceHT兄6p冗 1928r.， c. 1 (rrepe江OBa兄);T， 27 ceHT兄6p兄1928r.， c. 2 (11. 
Pe3HHKOB)等参照。

(1) T， 27 OKT匁6p冗 192潟 r.，c. 1， 10 HO匁6p冗 1928r.， c. 4.ノルマのJf-frtli=紛争委員会事前承認制に
ついては， gJlt~ 川 fljll1J J 1"スターリン体制成伝jUJにおける労働者統什の問!副J(の『社会科学研究』第33
岳部6η (1982)，194-5ページ参!Kiり
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でとされ. 1月初めには各企業・職場に掲示なり， 労働者に配布なりされねばならないと

定められた6九 (従って， 今回の協約も 11928/29年度のJではなく 11929年の協約」で

ある)0

これより先，秋の段階で，協約締結を 10-12月に完了すべきだとの戸が出ていたが63)

にもかかわらず中央からの指令書簡の発表自体が 11月まで、遅れたことは， 指導部の準備

不足を物語っている。この時期はまさしく第8同労働組合大会を前にして労働組合をとり

まく情勢が一段と緊迫した時期だったのである。

そのような中で，団体協約の意義づ、けに|対する従来の労働組合の路線を，明示的ではな

いにせよ，事実k批判する内有の論文が党誌にあらわれた。論者によれば， I団体協約の討

論に際して，労働者と労働組合が《要求》を捉出し，経1Jf;者は〔その要求を〕〈払いのけ》，

交渉と紛争が進行して，妥協あるいは1IIJらかのIVlij停=仲裁機関・紛争機関で、の調停で、終わ

る」という協約観は一面的で誤ったものであり，むしろ労働者の目を労働生産性向上・労

働規律強化・技術ノルマ化改善等に向けることが重要だ，というのである 6九これは，団

体協約の意義を労使の交渉による労働条件設定から大衆教育・動員へと移していこうとす

る発想にたっており，後の展開を予兆するものであった。しかし，このような論調にもか

かわらず，実際には，今Iりlのカンノミニアもまた労使の対立・紛争の場となったのであるO

カンパニアはまたしても年内には完了せずー←ーおそらく第 8凶労働組合大会に活動家が

忙殺されたことも ~rt:lであったろう一一1929 年初頭にまでもちこされた。この時期，トム

スキーは，全ソ労評議長に再選されたにもかかわらず，事実と労働組合指導を放棄してい

た65)ので， 協約カンパニアの指導はドガドフ， ギンズブ、ルグらに委ねられることとなっ

た。 28年 11月の共同指令は労働組合代表としてトムスキーが署名していたのに， 29年 1

月3日発表の共同指令も， 1月22日活支のノルマ改訂に閃する共同指令も. 労働組合代

表としてドガドフが署名している(最高同氏経済会議を代表して:署名しているのは議長の

クーイブィシェフであるから，労働組介もそれと同格の人間が署名するのが自然である)

ことは66) ドガドフが事実上の労働組合最高指導者になっていたことを物語る。

上に言及した 1月22日の共同指令は、協約とは別個にノルマ・単価改訂に関する補足

協定を結ぶように労働組合・経営双方に指示するものであったが，実際には，ノルマ改訂

を避けようとする労働組合と，多数のノルマを一挙に改訂しようとする経営機関の間で官

易には折りあいがつかず，補足協定はなかなか結ぼれなかったので，補足協定締結促進の

共同指令が再度中央から発せられねばならなかった6%

労働組合下部組織がノルマ改訂に抵抗しただけでなく，中央機関紙『トルード』も.経

(2) T， :3 HO冗6p兄 192Rr.， c. 1. 

(3) BoT， 192R， M. 9， c. 12 (口.AB.lI.eeB). 
。1) {I30 JlbllleBHK~ ， 1928， M. 21-22 (30 HO兄6p兄)， c. 100-101 (A.φ.) {Ilし，論者 'ì~)j[']zJに要求を捉

tUする{誤った態度の典塑として，労働組合ではなくコムソモールを挙げている。労働組合とコムソ

モールの対立で後者を支持するという形ではないのである。当 11~: の労働組合をめぐる l市対立がそれ

ほど一つ山']"1 なものではなかったことを示す・17~ といえよう。

(5)φ. M. BaraHoB. npaBbI首 yKJlOHB BKn(6) H ero pa3rpoM. M" 1970， c. 193; {KnCC B 
pe30JllOUH匁X… ~， T. 4， c. 1R9. 

fifi) T， 3兄HBap兄1929r.， c. 1， 22兄HBap冗 1929r.， c. 1. 
(7) T， :~ arrpeJl兄 1929r.， c. 1; T口r，3 arrpeJl兄 1929r.， c. 1. 
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ソ連における団体協約制度およびその変布

営側は機械的にノルマを引き上げようとしていると非難した68)0 4月初めの同紙社説は，

労働組合としては改訂すべきノルマがあることは否定しないし一部の労働組合組織がこ

れに抵抗しようとしているのは誤りだと考えるとした上で，なおかつ次のように述べた。

「労働者は〔一一..J 未来のために今日の犠牲をしのばねばならないししのぶであろう。

しかし，労働者は，度はずれに熱心な若干の経営者のまずい活動や官僚主義的歪曲の犠牲

となるべきではない69)oJこれは，後退しつつあった労働組合指導部が，全面更迭の直前7の

にみせたギリギリの抵抗ともいえようの

労働組合と工業機関の対立はこの点にとどまらなかった。あいかわらず多発した労働紛

争とその結果としての協約締結遅延の責任をめぐっても論争がかわされた。 1月初めの

rトルード』社説は，/窃約締結の交渉で、すべてが円mi'こ進むよう要求するのは「ばかげて
いるし，ナイーヴ」である，また不一致と口論は「全く自然で、合法則的Jな現象であると

述べ，協約交渉における労使の対立を当然、のこととする伝統的理解を示した。しかし，社

説は同時に，理由のない口論・紛争は避けるべきであり，この点で主として責任のあるの

は経営側であると述べた7130 協約交渉における経営側の消極性，交捗遷延を批判する論調

はそのf後受も引き統きみられた72)の〉

突際' 最高国民経済会議の機関紙『商工業新聞'1は. 協約カンパニアに関する記事を

『トルード1よりもはるかに少ししか載せていなし、。 また， 交渉に際して経営側が責任あ

る人物を交渉の場に!日さないという傾向もしばしば指摘された7330 しかし，工業機関側も

沈黙していたわけで、はなL、。 li'トルード」が締結遅延の責任を経営に帰したのに対して，

「よくあることだが， 罪人こそ一番自分の無罪について叫ぶものだJ としづ反論もみられ

た74)。労働組合の賃金引き上げ要求が過大だという主張も『商工業新聞Jにあらわれてお

り，金属労働組合中央委以会や繊維労働組合モスクワ県支部といった大組織も拍玉にあげ

られた7530 このように賃金引き上げをめぐって両者の主張の衝突がみられることは，当時

の協約がなお賃金決定機能を有していたことを物語っているO 労働組合は大企業での協約

締結を先行させて，より有利な協約のliiJ例をつくろうとするのに対し，経営側は経営状態

の足lい企業での結果を待ってその水準に合わせようとするといった駆け引きが伝えられて

いる7のことからも切らかなように，賃金の集権的規制強化にもかかわらず，なお交渉・駆

け引きという側面は残存していたのである。

労働組合と工業機関の論争のもう一つの重要要素は，協約の中に労働者側の義務として
プロムフインデラ y

生産財務計画の正本指標達成を合めるか否かとし、う点であった。 1}j 22 Ii付『トルード』

f1H) T， 22中eBpaJI冗 1929r.， c. 1， 10 MapTa 1929 r.， c. 1， 22 MapTa 1929 r.， c. 1， 
69) T， :3 anpeJI兄 1929r.， c. 1 (ロepe，llOBa冗).

70) r イ~í iJr~.!労働組什指導部が I正式に"Îで I(!iむ迭されるのは， 5 J]Aミ-GJJ初めに1;トlかれた(抗8J切〉江~ 2 1111 

全ソ'刀l汗総会においてである。
71) T， 6 .HliBap兄 1929r.， c. 1 (nepe，llOBa匁).
7'2) T， 9兄HBap兄 1929r.， c. 2， 12冗HBap冗 1929r.， c. 5 ~~。
73) BoT， 1929， N2. :3-4， c. 214-215 (A.日JIaXOTHHKOB)，C. 217-219 (M. POrO，llHH). 1927-28年カン
パニアにおけるH慌の(県I，'JのJ目白荷は， 11.C.Bo説THHCKH員 CPe，ll.).YKa3. COlJ.， C. 10 

74) Tnr， 1:3 51HBap冗 1929r.. c. 4. 

75) Tnr. 27兄HBap511929 r.， c. 3， 6中eBpaJI兄 1929r.， c. ~1. 

76) BoT， 1929， N2. 3-4. c. ~~22-223 CA. rpH6oB). 
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塩川伸明

社説は，労働組合が経営に直接介入しない以上，生産財務計画達成の直接的責任を労働組

合が負うことはできないとして，そのような項目を協約に入れようとする工業機関の態度

を批判した77)0 u商工業新聞』は高ちに反論した。協約は生産財務計画の基本指標から切
り離すことのできないものであり，先の『トルード』社説の主張は「絶対に正しくなし、」。

ノルマ・単価決定に関して評価=紛争委員会の事前承認制が労働組合の主張によって維持

されたが，同委員会は労使同数の代表からなるのであるから，そこで決定されたノルマの

遂行には労働組合も相応の責任を負うことになる。クーイブィシェフとドガドフの共同指

令(前註 66の2番目のもの)もこのことを認めており， uトルード』はその解釈を誤って
いる一一『商工業新聞』はこのように主張した7830 最高国民経済会議労働部長のクラワリ

も同様の主張を繰返した79)。

上で言及されているクーイブィシェフとドガドフの共同指令の該当個所は，次のように

なっているo Iノルマおよび単価の改訂を行なうに際しては， 賃金と労働生産性に関する

統制数字一一一それがノルマ・単価の正しい設定にかかわる[il{りにおいて一ーの無条件の遂

行を保障するよう考慮せねばならない80)oJいささかまわりくどく， 理解しにくい表現で

あるが，要点は，ノルマ・ }p.仙の設定は労働生産性・賃金の目標実現を確保することを目

ざして行なわれなければならないということであろう O 労働生産性・賃金の目標は計画的

・集権的に決定され，ノルマ・単価もそれにリンクして決定されるーーしかも，その決定

には，労働組合も評価=紛争委員会への代表派遣という形で関与している一一一以上，それ

らの実現に労働組合も責任を負わねばならないとするのが工業機関側の主張であろうと思

われる。しかし，ノルマ・単価が労働生産性・賃金目標を考慮して決定されるといって

も， I考慮、」のされ方は一義的ではないから，その関係には一定の幅がありうる。しかも，

ノルマそれ自体は協約事項ではなく，ノルマ改訂と協約カンパニアも分離されている以

上，労働生産性向 k目標それ自体が協約における労働者側義務であるとする解釈には無理

があるように思われるO この点に関する工業機関側の主張が通るのは，この次の協約カン

パニアにおいてであった(次章参照)。

以上にみてきたような諸論点をめぐる対立は，当時の労働組合が，後退しつつあるとは

いえなお一定の自主性を保持していたことを物語っているO それと同時に，工業機関側か

らの圧力もまた高まっており，紛争も前年より多く，締結は2月までかかったのであっ

た8130 いずれにせよ， このカンパニアの中で咋古ばれた協約は， 大枠としては 25年の模範

協約の型を崩しておらず，その意味でネップ型協約の枠内にあった82)。

77) T， 22兄HBap兄 1929r.， c. 1 (rrepe江OBa兄).

78) T口r，25兄I-!Bap兄 1929r.， c. 1. 
79) Tnr， 1中eBpaJI兄 1929r.， c. 1. 
80) T， 22 5lIIBap兄 1929r.， c. 1. 

81) BoT， 1929， M. 2， c. 34-35 (11. TOJICTO日兄TOB); ~nyTH HH江YCTpHaJIH3aUHH}，1929， M. 21. c. 
16-17 (A. Pa6HHoBH可)， 1929， M. 23-24， c. 39 (B. POMaHos). 

82)筆者の子什に，シベリア石炭トラスト C<CH6yrOJIb}) と鉱山労働組合シベリア地)j委民会のIi¥jに

結ばれた 1929 年協がj のコピーがある。 ~KOJIJIeKTHBHbI註)l.OrOBOp 3aKJIIO可eHHbI訪日paBJIeHHeM

rOCy)l.apCTBeHHoro KaMeHHoyrOJIbHOrO TpecTa “CH6yrOJIb" C CH6HpCKHM KpaeBbIM 

KOMHTeTOM COI03a ropHopa6o~lHx CCCP C 1-ro兄HBap匁 1929r. rro 1兄HBap兄 1930r.}. 6.M.， 

6. r. (1929].庄業部門的および地方的特殊性を反映しているという広味では興味深いものである
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協約カンパニア終了後しばらくたった 5月末の『トルード』社説はカンパニアを総括し

て，次のように述べた。経済情勢の緊張，労働規律弛緩，階級闘争激化とし、う条件下で行

なわれた今次協約カンパニアの基本任務は. r労働者大衆を経済計画遂行および経済困難
克服と結びついた中心的諸課題のまわりに動員すること」であったが カンパニアのこの

ような政治的意義は労働組合によって過小評価された。労働組合は，協約更新を生産性向

上・規律強化策への大衆動員と結びつけることを「忘れたJのである。カンパニアに際し

て不当な賃金引き上げを要求する「トロツキスト」および「遅れた労働者層Jの声が聞か

れたが， 大衆はこれに反撃したのに. r労働組合活動家はしばしば大衆より積極的でなか
った。J一一一このように総括した社説は， 次の協約カンパニアを「広汎な政治的カンパニ

アJとして繰りひろげるべく，早期に準備を開始するよう呼びかけたので、ある 8330

みられるように，この社説は，同年初めに『トルード』がしばしば工業機関と論争して

いたのとはうってかわった論調をみせており，労働組合の団体協約観がこの時点で大きく

転換したことを物語っている。この直後に聞かれた(第8期)第2回全ソ労評総会は，労

働組合の政治姿勢と最高指導部とを全面転換させた会議であったが，この総会で協約カン

パニア総:l'Jlivこついて報告したギンズプルグも，基本的に新路線に沿う形で発言した。

彼は先ず，協約カンパニアにおいて労働生産性向上に十分な注意が向けられなかったこ

と，労働規律強化のための闘し、とも結合していなかったことをカンパニアの基本的欠陥で

あるとするO 協約カンパニアは D}iに労働・賃金・労働条件の問題をめぐるだけでな

く，労働者階級の力とエネルギーを結集して，高生産性をめざし，経済計画達成をめざす闘

争に向ける」カンパニアでなければならないというのである。彼はまた，過大な賃金引き

上げ要求は「トロツキスト陣営からのデマゴーグの発言Jであるとし，大衆がこれを拒否

したと述べた800 このようなギンズブ、ルグの報告は，彼が前年以来一貫して工業機関との

論争の先頭に立ってきたことを思えば，ほとんど別人の卸があるO ただ，協約締結に際し
プロムフイ yプヲ Y

て多発した紛争の責任は主として経営側にあると述べ，また労働組合に生産財務計画遂行

の責任を負わせようとする試みの誤りに言及した点に，かろうじてかつての彼の面白が残

っていた問。総会決議もこの報告に沿うものであり，協約の政治的意義，その大衆動員機

能を強調するものであった郎、

こうして 1929年初頭まではともかくも一定の自立性を保ち，工業機関と対立・論争す

ることを[全く自然で合法則的J(前註 71) と考えていた労働組合は， 今やそのような立

場をー榔し，協約を第一義的に大衆動員の胞子とみなす視点に移行したのである。

IV. 労働組合の転換と 1929年末の協約力ンバニア

労働組合が大転換を遂げた後の最初の協約カンパニアは 1929年秋に始まった。 9月初

旬における労働組合新指存者ヴェインベルグの演説は，協約カンパニアに対する新たな姿

が.N:;本的な'I'J'怖としては，先に来日介した 1925年の悦範協約とさ Lたる迎いをみせていない。
83) T， 24 Ma兄 1929r.， c. 1 (nepe.n:oBa匁).
84) T， 1 H旧日兄 1929r.， c. 1. 
85) TaM )l{e.なお，彼はこの総会で位率z 経済部長の職を去った。 T，2 HI{)HH 1929 r.， c. 1. 

86) T， 7 H旧日兄 1929r.， c. 2. 
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勢を鮮明に打ちだすものであった。彼は先ず，国民経済復興期においては労働者の物質的

水準が極めて低かったので労働生産性向上以上の賃金上昇という路線をとってきたが，今

や，国民経済改造の一般的テンポを侵きないことが重要であり，賃金政策もこれに合わせ

るべきであるというの一部には単純な賃上げ論もあるが， これに屈してはならなし、。「協

約カンバニアは，提起されている課題W'(決と困難性克服に大衆を動員する，広汎な作戦根

拠地として役だたねぽならない。」前回のカンパニアにおいては労働組合による大衆への

説明活動が不十分だったため，一部に「強欲な気分 (pBa~eCKoe HaCTpOem:re) Jがみられ，

追随主義も生まれたが，今日のカンパニアでは，労働者に公然と「労働者は閏民経済から

何を要求することができ，何を要求することができないか」を語る勇気をもたねばならな

い。協約は双務的なものであることを忘れてはならない一一大要このように述べた後，ヴ

ェインベルグは， 協約の有効期間を経済年度 (10月に始まる)に合わせるべきであり，

直ちに 10月1日発効に移行するのは無理としても，さしあたり 12月1日発効，更に 11月

1日発効と徐々に繰りあげるべきだとした8九

協約カンパニアに関する全ソ労評・最高国民経済会議共同の指令書簡は，前2回よりか

なり早く， 9月28日付で翌日の新聞に発表された。

書簡は官頭で， 1928/29年度の労働生産性向上・原価引き下げ目標が達成されていない

こと，社会主義的競争が十分展開されておらず，労働規律改苦も不十分であることを指摘

しカンパニアの基本性格を示唆するO 次いで，前年までの指令書簡にはなかった点であ

るが，新協約作成・締結に先だって現協約の遂行度を大衆的に点検するよう指示し，その

際，経営側の義務だけでなく，労働規律遵守，労働生産性向上，設備への注意深い態度等に

関する労働組合および労働者自身の義務一一一これらの「労働者側義務」は少なくとも明文を

以ては協約に含まれていなかった筈で、あるが一ーをも点検しなければならないとする 8的。

書簡は更に， 低賃金部門の引き上げフォンドを 4000万ループリと定めているが， 賃金

に関してより注目すべきことは，労働者の熟練向上・生産性向上を刺激するように賃金を

調整すること，労働力不足部門での労働力確保・定着を保障すること，軽工業における賃

金上昇行きすぎを是正すること，等の方針が示されていることであるO ノルマ改訂につい

ては，協約カンパニアとは分離し，その代わりにノルマ改訂の計画i・手続き・期限に関す

る補足協定を結ぶよう指示されている点は前年と同様であるが，次のような文章があるこ

とは， 後との関連で注意しておかなくてはならなし、。「あらゆる団体協約には， 生産品ノ

ルマ改訂が各企業での労働に関する統制数字遂行を保障する方向でなされなければならな

いということに関する条項が合まれねばならず，その際，労働生産性・賃金増に l)~lする定

められた計画課題が指示される 89)oJ 

指令書簡は更に，カンパニアの進行に閃して. 10月中に現協約点検運動， 11-12月に新

協約締結を進め， 12月20日までに完了. 1930年 1月1日には新協約が各職場に掲示され

るか各人に配布されねばならないとしているの先のヴェインベルグ演説にあった発効日繰

りあげという方針の実現は見送られたわけであるが，前2日よりは早目に準備が進められ

87) T， 12 ceHT兄6p兄 1929r.， c. 1. 
88) T， 29 ceHT兄6p冗 1929r.， c. 1. 
89) TaM )Ke. 
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ることになったのである(従って， 今回のカンパニアは 11929-30年の」ではなく 11929

年末のカンパニアJということになる。結ばれる協約は 11930年の協約Jである)。書簡

は最後に，カンパニアに広汎な大衆を参加させ，協約の双務性を理解させるように指示

し，また前回に多発した紛争を減少させるよう呼びかけている 9030

この指令書簡を載せたのと同じ号の「トノレー刊紙は，社説で，前回のカンパニアは狭

い実用主義の誤りに陥り，協約の広い政治的・経済的内容が忘れ去られたと述べた。協約

は単に労働者の物質的利益を擁護するだけでなく，国民経済計画の一部分であり，労働者

の要求を社会主義建設の利益と結びつけるものである。協約は真に双務的なものとならね

ばならなL、。カンパニア時における無用の紛争多発は避けねばならない一一一社説はこのよ

うに主張していた9130

これ以前の時期においても協約の双務性，その大衆教育=之助員機能が叫ばれてきてはい

るということは既にみた通りであるO しかし，それはし、わぽ観念的な確認にとどまってお

り，実際の協約カンパニアにおいては，労働組合は工業機関に対して賃上げを初めとする

諸要求をつきつけ，それが容れられない場合には，ストライキこそ原則として回避したも

のの，平和的な 11IJIJ度化された紛争Jに訴えることは日常的な現象であった。しかし，今

や労働組合自らが， 1労働者は国民経済から〔……〕何を要求することができないか」を

労働者に説明し，無用な紛争を避け，計画達成に労働者を動片していくことが協約カンパ

ニアの内容とされたのであるO

これまでの協約カンパニアが「全国民経済計画の構成要素となっていなかったJこと，

政治的大衆教育カンパニアとして展開されなかったこと， 労働組合が狭い職場主義・「ト

レードユニオニズムJに陥り， Iプチブル分子'Jが「労働者階級の利益の偽善的『擁護』の旗の

もとにJ不当な要求を提出したこと，等々は， [1トルード」だけでなく，党誌においても，

工業機関の雑誌においても，また労働人民委員部の機関誌においても指摘された92)0 u"尚

工業新聞」の取り組みも前i日]カンバニア時より積極的であり， 特に協約の双務11.， そし

て労働組合の「トレードユニオニズム的気分はまだ根絶されていないJ ことが強調され

た93)0 ~プラウ〆li も， I団体協約は統制数字の構成要素，われわれの計画の一部で、あり，

党の全経消政策から切り離してみることはできない」 として， Iトロツキスト」および右

派が労働者中の「強欲な」気分を利用しようとしているのと悶わねばならないと述べた94h
このようなカンパニア方針は.いみじくも「協約カンパニアの政治化のためにJと題さ

れた党誌の一文によって，明快な解I泊を施されているO 論者によれば，これまで，団体協

約をあたかも矛泊する利害をもっ両当事者向に結ばれるものであるかの如くに理解する考

えがあったが，それは正しくなし、。協約はむしろ，全体としてのプロレタリアートとその

伺別部隊との問に結ばれるものであり， I向者は後者に賃金・生活水準・権利的諸基準の面

90) TaM )l{e. 

91) TaM )l{e (rrepe江OBa兄).

92) T， 12 OKT兄6p冗 1929r.， c. 2 (φ. Meλ9H); {oOJlbIlleBHK}， 1929， N2. 19 (l5 OKT兄6p兄)， c. ;~-7 

(rrepe.llOBa冗);{nyTH HH.llycTpHaJIH3aUHI1}， 1929， N2. 21， c. 11-l2 (A. Pa6HHOBHlJ)， 1929 N2. 
23-24， c. 37-48 (8. POMaHoB); BoT， 1929， N2. 11， c. 5-8 (H. B). 

9:3)例えば， Tnr， 16 HO兄6p冗 1929r.， c. 1 (rrepe.llOBa兄)， 6 .lleKa6p兄1929r.， c. ;1. 
94) {npaB.lla}， 2 OKT匁6p匁 1929r.， c. 1 (rrepe.llOBa冗).
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で義務を負うが，後者は前者に内部管理規則(就業規則)遵守・労働規律向上等の面で、義

務を負うという双務的関係の表現なのである。協約カンパニア時における紛争の多発は，

利害が対立する者の間での交渉という誤った協約観の産物であり，労働組合の「トレード

ユニオニズムJ的傾向のあらわれであるO 交渉ではなく大衆動員こそが重要なのである。

党組織の側からも指導を強め，広汎な大衆政治カンパニアとして協約カンパニアを繰りひ

ろげねばならない一一ー論者は大要このように述べていた9九

協約の意義づけにおけるこのような根本的転換は，伝統的な団体協約観からいえば，協

約の無意味化，その事実上の廃止に等しいともみられよう O そこでは労使の利害対立を前

提した交渉とL、う契機は否定され，計画的・集権的に定められた諸課題の遂行へ向けて労

働者を動只するという契機が前面jに11¥ているのであ;，)0 それ故，この時期に，労働組合の

路線転換と関連しつつ団体協約死滅の主張があらわれたことは不思議ではない。

このような主張を最も鮮明に提起したのは，ソヴェト商業職員組合の幹部(中央委員会

組織部長)であった M.ゲゲチコリである。彼は， 9月下旬の論文で，資本主義的分子へ

の攻勢，階級闘争の激化という新条件下における労働組合の新たな任務について述べる中

で，従来の労働組合の主たる活動形態は「団体協約，社会保険，ストライキ，仲裁裁判.

組合員の優先雇用，といった資本主義的カテゴリー」であったが，今やこれでは全く不十

分であるとする9%彼によれば， 1"労働組織化のブルジョア的形態が最も完全な表現を受

けとっているのは，雇用の労働契約およびツj働組合の闘争の産物たる団体協約においてで

ある。」労働者が自発的に出来日単価を引き下げ， 1"工業の主人」となっている状況のもと

では，このようなブルジョア的形態はとりきられざるをえなL、。「労働組合("労働力の販

売者'>)と工場管理部(ぐ購買者つの双方的義務〔としての団体協約〕は，社会主義的競

争の片務的契約に成長しなければならなし、。その契約は，他企業および全労働者階級への

義務として，企業長および、労働組合が一つの側にたって調印するのである97)oJ 

このようなゲゲチコリの主張は，ネップ的な労働組合の活動形態からの徹氏的な離別を

説いているという意味で，それなりに首尾一貫したものであったが最高指導部の受け容

れるところとはならず， 1"エセ左翼的行きすぎ」として厳しく断罪されることとなった98)。

協約の死滅を説いたのはゲゲチコリだけではなかった。やや後の時期のことであるが，

労働組合および労働人民委員部の雑誌にしばしば論文を発表しているレズニコフという活

動家は， 一面では， ゲゲチコリの主張をネップ廃止論， rアナルコ=サンジカリスト的偏
向」として退けながらも ¥)9) 他面では，次のような主張を展開した。即ち， ソ連において

労働関係を規制している 3つの原理は，計画・団体協約・立法である。これらのうち，先ず

協約と立法の関係についていえば，初期jには立法が不備だったため，協約における権利的

り5) {}13BecTH兄 UeHTpaJJbHOrOKOMHTeTa BKn (6)~ ， 19~9 ， M. 28 (10 OKT兄6p兄)， c. 2-4 (B. P.). 

9G) {Harua ra3eTa~. E)I{e)l.Hemra冗 ra3eTa日K H MfO npoφcor03a COBTOprCJJy)l{amHx CCCP. 
~l ceHT兄6p兄 19~9 r.， c. 2 (M. fere可KOpH)

97) {Harua ra3eTa~， 25 ceHT兄6p兄 1929r.， c. ~ (M. fere可KOpH). このゲゲチコリ諭支は，こJlU

外にも多くの論点女合み，当時大きな反腎をよんだ。その全面的分析は日Ijの機会にゆずる。

98) ゲゲチコリ批判lの，¥¥:網11'.t日IJの機会にゆずるが，さしあたり， T， 30KT兄6p兄1929r.， c. 2， 40KT兄6p冗
1929 r.， c， 2 (H. EBpeHHOB)参照。

99) BoT， 1930， NQ. 1， c. 9-lO (Yl. Pe3HHKoB). 
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諸基準の設定が立法を補充するばかりでなく，立法そのものにも影響を及ぼしていた。し

かし，協約の経験の積み重ねの結果，初めのうちは変更を繰返してきた事項も次第に定着

し，毎年同じ形で繰返される条項も多くなった。これらはいわば規範的性格を帯びてお

り， このような部分は， 毎年協約に入れるよりもむしろ立法に移すべきものであるO 次

に， ~n'l国と協約の関係についていえば， 計画化の進展によって協約の「洗い流し(~BhIM­

hIBaHlle}>) が進行しつつある O 協約の即時死滅を説くゲゲチコリは確かに誤っているが，

逆に将来の展望としての協約死滅を見失うのも正しくなし、。現に， 1"自然、発生的に労働者

自身のイニシャチヴで生産コミュンがつくられ，あらゆる賃率関係を粉々に打ち砕いてい

るJ状況では，協約は既にかつてのような意義をもっていない一一レズニコフはこのよう

に述べて，協約が→jjでは立法によって，他方では汁i面によって掘り崩されると主張する

のである 10030

この論文には編集部の註がついており， そこでは， 1"われわれの労働政策を広汎な労働

者大衆に伝える伝導体(口pOBO江HHK) である団体協約」のもつ教育的意義を過小評価して

はならず， 従って論者の提案には慎重に接近せねばならないと述べられている 101% そし
プロムフイ Yプラン

て数カ月後には，団体協約が「生産財務計画遂行のために大衆を動員する最重要の手段」

に転化したとの見地から， レズニコフ論文は明自に誤ったものと批判された10Do ゲゲチ

コリほど、極端な主張で'Ltなかったため，批判も隠やかなものであったが，ともあれ協約死

滅論がゲゲチコリー人だけの主張ではなかったこと，そして双)]とも明確に否定されたと

いうことは注目に値するO

協約死滅論否定の根拠は，上の批判にもみられるように，協約が大衆教育・動員機能を

もつものと意義づけi白:された点にあった。労使の交渉による労働条件設定としづ機能は現

に収縮しつつあり，その限りでは伝統的意味における団体協約は死滅にむかっていたとも

いえるのであるが，それに代わって大衆動員機能をもつものとしての団体協約の意義が改

めて強調されだしたのであり，そうした文脈において協約死滅論は否定されたのである。

このように団体協約の意義づけが大きく転換したのは，労働組介の政治路線転換によっ

てi早かれたものであり，その転換が協約のJ主体的内容にどう反映されるかは，直ちに切ら

かになったわけではなかった。 この点で， 1つのnu題を提起したのは.当時拡大しつつあ
った社会主義的競争の契約一一『生産高・労働生産性向上・不良llh率引き下げ等の課題の達

成・超過達成をうたった契約103)ーーとの閃述であった。 10)1下旬の I(プラウダ』に掲載

された 1=，命文は.賃金の，Hü面的・~ミ権的規制の進行によって団体協約の意義が変化し，
プロムフイ γプラ y

生産財務計画達成こそが協約の主要な内容となったと論じた。他方で、は社会主義的競争の

契約も生産財務計岡達成をうたっていたから，両者の性格は近似し，将来的には単一の契

約への融合が民望されると論文は主張していた10430

1(0) BoT， 1930， N2. :3， c. 1:3-19 (11. Pe3HHKoB). なお， r 'l.iJi¥コミュンjにつレては， IIIi，H: 4oaの柑!
~， ~'~ 1 ~l0:~~ 2 t市左!問。

101) TaM )Ke， c. 1:3. 
102) BoT， 1930， N2. 10-11， c. 35 (兄月aBIf)J，OBIfQ).
103)塩川{IIIIリJrスターリン体制成立期における労働者統合の問題 J(1)， 210-1ページ。
104) {口paB)J，a>，24 OKT匁6p兄 1929r.， c. 2 (JI. He江a可IfH). また， T， 11 OKT冗6p兄 1929r.， c. 2 (JI. 
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団体協約カンパニアと社会主義的競争契約カンパニアを結合せょとし、う主張は他にもみ

られたが105) 単に2つのカンパニアを結合して展開するだけでなく， 2種の契約をそのも

のとして融合すべきだという主張は特異なものであり，かつ多くの難点をはらんでいた。

第 1に，団体協約は当該トラストあるいは企業の全労働者・職員に関係するものであるの

に対し社会主義的競争契約に参加するのは一部の労働者にすぎなし、。第 2に，前者は産

業部門・トラストあるいは稀に企業レヴェルで、結ばれるのに対し，後者は企業・職場・班

という下位レヴェルで結ばれるものであるO 第 3に，社会主義的競争契約は生産課題の目

標以上の達成を自発的に誓うものであって，団体協約のような義務性をもつものではな

L 、。(第 8期)第:nりl全ソ労評総会におけるドガドフ報告は， 主として上の第3点によっ
て， 2種の契約の融合論を否定した10%

2種の契約をそのものとして融合させることは， 上じみたように両者が形式的にも全く

異質であったことから現実性をもたなかったと考えられる(実際，この後そのような提案

はみられない)が，形式上の融合とは別に，内容上の接近という点は，より微妙な問題を

提起していた。それは，協約に具体的にどのような事項をもりこむかということに関わっ

ており，工業機関と労働組合の局部的な論争をひきおこしたのである。

論争ほ北カフカース地方で発生した。工業機関が団体|あ約の中に原価引き下げ・労働生

産性向上といった具体的活指標一一一これは本来，むしろ社会主義的競争契約の内容と考え

られていた一一ーを労使双方の義務として苫きこむことを主張したのに対し，北カブカース

地方労働組合評議会は，労働者側の義務としては労働規律遵守，ノルマ達成，機台・道共
プロムフイ yプラン

手への注意深い態度といった事項を入れるにとどめ，それら総体が結果的に生産財務計画

(労働生産性・原価指標を合む)達成を保障するようになっていればよいと主張した。 こ

のような労働組合の態度を紹介した『ii'司工業新聞』は，これにコメントをつけて，すべて

の労働組合組織が「生産に顔を向げ」る転換をなしとげてはいないことの代表例だとし
プロムフイ γヅラ γ

た。協約が生産財務，:1'両達成を保障する双務的なものであるならば，そのriC1に労働生産性

口際手も合めるべきだというのが工業機関の主張であった107h

みられるように.論争は， Iiii年のカンパニアにおける論'ftlf，のlつを繰返すものであっ

た(本稿23-24ページ参照)。 しかし， 論争をとりまく環境は既に前年とは異なってい

た。先にふれたように， 9月28! 1付の団体協約に閃する指令書簡は，ノルマ設定が労働生

産性・賃金増の汁i画目標達成を保障せねばならないということと関連して，生産性・賃金

指標をも協約において指示すべきだとしていたCfiii註 89)。 これは，いささか1:1:，lJそで、理解

しにくい表現であったので，この指示を如何に実現すべきかをめぐって各地で紛争が発生

しており 108) 北カフカースの場合はその一例であった門 こうした紛争に解決をもたらす

ための全ソ労評・最高国民経済会議共同決定は，ょうやく 11月20日に発表された。

He，lla可HH)も参lI，('(o fckお， liij.tt 1で述べたように，A小本"品μ“恥仙白九:Jで 「協約」 と ， û沢\L た '1江出l任i と f汁tj泊岳 l~央足約」 と;υ，;)
されている話は， ロシア品ではいJ.- (ともに，llOrOBOp) である。従って， 団体協約と社会主義的
競乍契約の融合とは， :2組の「契約」の融合と L、L、うるわけである。

1(5) T， 12 OKT兄6p兄 1929r.， c. 2 (φ. Me，ll3H) 
1(6) T， 27 HO兄6p冗 1929r.， c. 1. 
1(7) Tnr， 29 OKT兄6p兄 1929r.， c. 3， 16 HO兄6p兄 1929r.， c. 3. 
108)次誌の決定の自ii:文参11/5。
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決定は 3項目からなる。第 1項は団体協約に統制数字のすべての指標を入れることは協

約を社会正義的競争契約にすりかえるものであり，正しくないとするO 第 2項は協約の導

入部に次のような条項を入れるべきことを指示する o[-プロレタリアートの全階級的利害

から出発して〔…・・・〕れ灯機関・労働組合組織・労働者・ l隙只は. 1929/30年度の企業の

統治IJ数字遂行に向げて.彼らにかかるすべての措置を遂行する義務を負う。」 更に第3項

では，次のような条項の挿入が指示される。即ち.iC経針・労働の〕双方は当該経営連合
体(トラスト t0'よびその消企業)のために定められたド ， i~ の mf~J1 (統 ~lílJ数字)，ツjイ動生産性

x xと賃金xxの進行の義務を負Jい， ノルマ改正Jに際してはこれを広礎とする，そして

「経営機関は生産財務，iti珂に定められた技術・生産およびfT理化措置の実現の責任を負う」

というのである l川〔傍点はすべてi)I用者〕。

この決定は，一方では汁if!lj;課題の全項目を協約に入れることは有定し，特に技術・生産

・合理化措置にrxJしては経悦側のみの古任としつつ，他方では労働生応性・賃金の両指標
については労使涙方の義務として!品約に入れることを確認したものであった。協約に過度

に多数の指標を入れ，社会 l~義的競争契約と [rtj じものにすることは一一後者は自発[内運動

の表現であって義務性をもたないからーかえって協約の意義をmねるとされたのである
が110) ツ;1動生jlft'l生fI隙をj釘北することは労{助活にとっても義務|下jなものとして協約 1+1に

明記されることとなったのであるO

このことは団体協約の内科における質的転換を告げるものであったのv{に指摘した通

り，協約の双務性ということ自体は以IWからいわれてきたのであるが，これまでの協約に

は労働告側の義務を具体IYJにjJミす条項が欠如していた。ところが.今11一司の協約は労働生産

性r(:ljJ:という義務を具体I'!'J数uaをもって書きこむこととなったのであるのこの年には模範

協約も発表されず ーおそらく，転換の刀、激さの，1&に作成できなかったのであろう一一，

例別の協約例もみることができなかった111)ので， このように大きな転換を体現したこの

年の協約のよl体的構jfi・内容を全面的に明らかにすることは現段階ではできなし、。ただ，

1960年代に丹かれたそスカレンコの博士論文に， 建l;2労働組合北カブカース地方支部と

トラスト「ノヴォロスツェメントJの問で結ばれた協約が紹介されているので，その一節
プロムフイ yプヲ Y

を引用しておきたし、。 生成財務J-j-flffiの主主本的粁二済課題遂行に閲する労使双方の義務を定め

た部分であるO

経営機関・労働組合・労働者・職員は 11929/30年度のトラスト統制数字遂行へ向

けて彼らにかかる諸措置をとる義務を負う:労働生産性向上22%. トラスト原価の

引き下げ 15_8%，賃金増大 6% (1928/29年度生産財務計両の数字に比べて)112) J 

このような条項は. 1925年の模範協約には欠如しており. この後の協約には必ず冒頭

1(9) T， 20 HO珂6p冗 1929r.， C_ L 

110) liij ，D二10hとI"Jじ。
111)在、は 198:111'-;)--5 } J i::' I山ソ Lた際に， 1930 {干の同体協約のJIミ体例をみたいと思ったので;hるが，レ

ーニン|オ 11;加でも，科学アカデミ一社会fl学情報研究!好 Ou称イニオン)でも，カードボックスに
I1ざすもの念日11'，すことができなかったο わずかにイニオンにおL、て， 1928年の間体協約を 1点

見11¥L tこのみであるつ
112) r. K. MOCKaJleHKo. YKa3. CO可.， c. 228. 
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に合められているものであって，ネップ型と区別される;jl-[副経済体制下の団体協約の特徴

を最も端的に示すものであるO

しかし，同時に確認しておかなくてはならないのは，このl時期の協約は主として巾央も

L〆くはトラスト・レ¥'/':r:ルで咋lijばれるものであって，個別企業レヴェノレのものは少なかっ

たということである (本稿 13-15ページ参照)のそのれけ労働生産性目標が協約に合ま

れたとはし、っても，指標が各企業ごとには ーましてや各職場・各労働者ごとには一一展開

されておらず，その遂行が労働者の義務だといっても，そのことの実際的意味はあまりな

かったのである 11330 この点が問題とされ， 協約締結のレヴェノレを企業におろす方針が打

九だされるのは 1930年になってからのことであった(次市参照)。 協約の意義づけが大き

く転換したとlれ、っても，その転換が協約の具体的形式と|付作'に全mi(1'0に反映するには，

なお時日を要したのである。

前 2同の協約カンノミニアがし、ずれも予定の期限を大幅にすぎてから完了したのに対し，

今回のカンパニアはほぼ年内に完了したの 12月よの 1論文は， 今次カンパニアにおし、て

初めて旧協約の遂行皮点検が大衆的に行なわれ.それも双務性の制点から点検がなされた

こと，経営機関の取り組みが例年より積極(1サだったこと.紛争が減少したこと，ぐ手を肯定

的事実として挙げた。他方， 欠陥としては. 1"日:ながらの」活動方法を続げているところ

も多く，労働組合活動の5弘、ところでは「デマゴギーI'I'-J要求Jが反撃を受けずに放置され

ていたこと，労働者の積極性が i-分労働組介によって組織化されなかったこと，イ手が挙げ
られた114)。

1930年 1月の全ソ労評幹部会の会議における協約カンパニア総括では， 今次カンパニ

アは従来のものよりはるかに大きな成功をおさめたこと，大衆動只も広汎に行なわれ，締

結期限もほぼ遵守されたこと，紛守Fが減少したこと一一北カフカースの例ではIIIj[11]の90

件から今回は 6 件に減った一一一手が報告された。このような総J\~は楽観的にすぎるとの戸

も2，3聞かれたが，紛争が減少したこと， 大衆車JJHがし、まだ不 t-分にもせよかなり前進

したこと， 1"強欲な (pBal.JeCKlIii)J要求の提出が少なかったこと，手は他の発言者からも確

認された11九労働人民委只部機関誌も，部分的な歪llIlを指摘しながらも， 1"遅れた労働

者」の強欲な要求は大衆によって杭存され，大衆参加向上，紛争減少手の成県があがった

と肯定的な総括を行なった11ぺ
こうした楽観的論調がどこまで実態を反映するものであったかは，にわかには判断しが

たL、。ただ，紛争の減少は共通に確認されているところであり，おそらく事実であろう O

これは，協約カンパニアが労使の利害対立を前提にした交渉の機会ではなくなり，労働組

合自身が「遅れた労働者j の「強欲な」要求を拒有する立場に移行した事実を反映してい

るものと思われるO これ以降， j!ilJI変化された紛争は次第に意味を失い，労働者の不満はよ

り内証した形で一一あるいは労働力流動の明大，サポタージュ，欠勤等の消極的低抗とし

て，あるいはまた山猫スト等の積極的低抗として一一表現されるほかなくなっていく。現

113) T， 16 HIOH冗 1930r.， c. 3 (且.P.). 
114) T， 27λeKa6p冗 1929r.， c. ;{ (B. UbI6yJIbCKH前)
115) T， 19 HHBap冗 19~m r.， c. l. 
11(1) BoT， 19:30， NQ. :1， c. 32-35 (H. BaCHJIbeB). 
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場における労使の関係は，決して矛盾なき調和状態を実現したわけではなかったが，中央

レヴェルにおける制度的構造としては，労働組合の利益表出機能は，対経営の名目賃金要

求に閃する限り，公式に消滅し，協約カンパニアの成功度は.，ih同課題遂行-へ[[1]けての大

衆教育・動oの成功!う匂によってliIJJc)れることとなったのであるの

v. 転換の継続と 1930-31年の協約力ンバニア

前京でみたように. 1929年末の協約カンパニアは団体協約の双務性を強調し， 協約の

意義を生産課題達成へ向けた大衆iElJnにおいたのであるが，協約におけるi活指際がいまだ
介ー業レヴコ二ルにまでJ1，体化され-c~ 、なかったために，その大衆!日~LH没fjEはどむらかといえ

ば抽象的なものにとどまっていたのであった。 このことがな識化され始めるのは 1930年

半ばからであるofiij{f 6 }j rt:t旬の 1JI命丈は，次のような|付脅の問題提起を行なった。

論者によれば，協約が兵に双務的々ものとなるには，その内容が具体的なものとなって

いることが前提となる。昨年 11 月 ~O 日の全ソ労評・最高国民経済会議共同決定(前詰

109)は，統制数字遂行のため.労働生産性および賃金の指標を協約にもりこむよう指示し

たが，そのあ'f*はどうであろうか。例えば，繊維労働組命中央委員会と第 l国常羊ちトラ
スト (25企業. 34，000人)との問に枯ばれた協約は，労働生産性 19. 65 % 11'1. 賃金6.77 

%1刊をうたっているが，側々の:企業については指標が規;むきれず，これでは協約の双務性

といっても実際的な意味はなし、。このような欠陥を克服するために，今後は協約締結を企

業レヴェルへとおろすべきであるo 企業のホズラスチョート(経消よ|・算HjlJ)化を前提した

上で，原則として労働組合の管区あるいは州組織が中央の指令の範問内で，企業に関する

協約を結ぶべきである。地方工業の場合には，工場委日会と工場管理部が直接協約を京iijぶ

べきであるO 吏に，職場レヴェノレでの補足協定締結も，一般的にはまだ時期尚早として

も，ある程度は;若手してよい一一論文はこのように主張していた11η。

この論文は，さしあたっては単なる問題提起にすぎず，企業レヴェルの協約の締結主体

も，地方工業を別にすれば，原川として工場委員会ではなく労働組合の州・管区組織とす

るなど，慎重な耐をみせていたが，やがて企業協約締結の主張は公式の政策として採用さ

*'1ることになるのである。

労働組合指導部がこの問題について明確な態度を示したのは討月 8日付の全ソ労評幹部

会決定({日し，発表はどういうわけか8月23日まで、遅れた)においてであった。決定は，

従来支配的な位置を占めていた集権的(一般)協約から地方協約および可能なところで

は現地(工場)協約へと重点を移すべきだとする O このような協約の分権化によって，経

?可・労働ともに各自の義務道行の貞任をi苛めることができるというのである O 共体的には，
オプェヂネーユ'"

次のような手続きが指示されている O 即ち，先ず産業別労働組合中央委只会と工業合同と

が共同の指示を発するO この指示は賃金上昇， 労働生.産性向上， Ji日{価引き下げ， 製品の

質の向上，不良品率減少等について規定したもので，協約締結当事者にとって義務的なも

のである。この指示に対する改変がi汗されるのは，労働生産性向上の目標引き上げ，原価

引き下げ・不良品率減少の更なる引き下げのみであって，平均賃金 I-.n規模については，

117) T， Hi HIOH兄 1930r.， c. :~ Cll. P.). 
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k方にも下方にも改変は汗されなL、。中央委員会の指示を受けて団体協約を締結するのは

労働組合の地方組織一一それも，できる|浪り下部の組織 ーであるO そして大工場では，

実験的に，工場委員会によって締結される工場協約の制度を導入するO この場合，予め労

働組合地方組織とトラストで企業ごとの平均賃上げ額手を指ぷする一一以 1-.のように決定

は手続きを定めたのである 118%

この決定は工場委員会による協約締結を認めている点では 6月の論文を一歩進めたもの

であったが，まだこれを大工場のみに|民っ-e，それも実験的に認めるとしているなど，怯

主な両もみせているO 実際， 1920年代におL、ては工場委H会には団体協約締結権はなか
ったのであって 119) この点を全面的に変更することにはなお臨時もあったのであろう O

IIIi回のカンパニアにおいて， イワノヴォ州労働組合評議会が繊維工業について工場委員会

レヴェノレの協約締結を指示したがトラストによって相汗されたという例もあり 120) この

ような新形態への移行には危恨も大きかったようであるO

今一つおさえておくべきことは，このような移行は一般に「団体協約の分権化」とよぼ

れているのであるが，その「分権化」の内実は極めて!浪られたものであったということで

あるO 上の決定にもみられるように，重要事項は予め中央で、大枠が定められているのであ

って，それを具体化しかっその具体化過程に末端活動家を参加させることによって目標

遂行への責任!惑を高めるということが， この「分権化」の狙いだったのである 12130 この

時期には，工業管理についても，重要事項の決定の集権化と同時に経常的業務の責任を末

端までおろすことが試みられているが，そのような意味での「分権化」は一般的集権化と

共存しそれを補完する性質のものだったのであり lm， 協約の「分権化」もこれと対応

するものであった。

新たな協約カンパニアへ向けての方針を最初に捉起したのは 9月 11日の全ソ労評幹部

会決定であった。決定は， li'iちに協約カンパニアに着手し，基本的に 10月15日までに締

結を完了させ，新協約の有効期間を経済年度と一致させるよう指示した(ここではまだ 10

月に始まる経済年度制が念頭におかれているのであるん このような， それまでの年に比

べれば大幅に早いカンパニアの遂行のため直ちに各地に指導的活動家を派遣して，現協

約の遂行点検カンパニアを開始することが指示された。しかしこの決定では，新協約が

どのレヴェルで締結されるべきか一一一トラストでか企業でか一一ーという問題は特に言及さ

れていない123%

この労働組合側指令のすぐ翌日，最高国民経済会議も直ちに協約カンパニアに着手すべ

きことを指示した。 ここでも， 現協約遂行点検カンパニアを 10月1日までに完了し， 10 

118) T， 23 aBrycTa 1930 r.， c. 4. 

119)本稿 14ページ参問。{Ilし，協約ではなく「制iJL協定 (~orrO~HHTenbHoe corna凹 eHHe)Jを[場

委日会がれt;ぶという例は 20年代にもあった。 11.C. Bo負THHCKH説 (Pe~.). YKa3. COな， c. 8， :30. 

120) T， 27 ~eKa6p冗 1929 r.， c. 3 (日bI6y~bCK目前).

121) 乙のことがより明確になるのはもう少し後のことである。 4-; 仙 37-38 ページおよひ B. 日bI6y~b­

CKH説.且oroBopTpeTbero ro~a rr兄TH~eTKH. M.一九， 1930， c. 12-19参照。
122)本稿では工業管理システムの問題にはたちいらなし、が， ホズラスチョート単位の下位移行はその

動きた象徴するものである。

123) T， 12 ceHT兄6p冗 1930r.， c. 1. 
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ソ速における団体協約制度およびその変符

月1-15日の聞に新協約を結ぶという日程が示された12430 こうして協約カンパニアの準備

が開始されたのであるが，この時点では協約「分権化Jの問題は最終的解決をみていなか

った。この頃聞かれた工業機関の労務担当者の会議で，最高国民経済会議労働課長のロマ

ノフは，現条件下では協約締結の集権的形態を放棄すべきではなく，工場委員会一工場管

理部聞の協約は個々の大企業で実験的にのみ導入すべきだと述べた。彼によれば，概して

最高国民経済会議幹部会は協約締結の集権的形態保持に傾いていたという 12九

ともあれ，この年の協約カンパニアは 10月からの新経済年度発足にあわせた新協約を

結ぶベく， 例年より平L、時期に展開されようとしていたのであるが， その矢先の 9月20

日，経済年度制を変更して 19:31年 1月 1日から新経済年度を発足させるとし、う法令が突

如として採択された126)ことにより， 協約ヵ γパニアのスケジューノレも変更を余儀なくさ

れた。この法令が発表されたのと同じ日の『トルー刊紙は，経済年度制変更に伴って新

協約も 1月1日強効のものとしその締結期限も 12月 15日まで遅らせる旨の全ソ労評幹

部会決定を掲載した12~このような日程延期は若干の労働組合組織の「動員解除的気分」

をよびおこしたと伝えられ，そのような状態を克服して大衆カンパニアとしての現協約遂

行点検を展開すべきことが呼びかけられた128%

10月半ばの 1論文は， 今次カンパニアは昨年のカンパニアに引き続いて協約の双務性

を強化しなければならないと説し、ていた。具体的には，製品の質の向上，不良品・空き時

間の減少，欠勤のー婦，工場への自主定着等についての追加的指標を協約に含めることが

提唱された。また，一時的な食糧問難につけこんで階級敵がアジテーションを行なうであ

ろうが，そのような動きと断乎闘わねばならないとされた。論文は更に，今次カンパニア

においては原則として工場委員会と工場管理部の問で協約が締結されると述べた。しか

し，カンパニアへ向けての各組合の取り組みは遅れており，どの組合中央委員会もまだ明

確な指針を打ちだしていないことが指摘された12930 同じ紙面には， 昨年の協約はまだ十
プロムフイ yプラン

分新たな任務を具体化していなかったとして，生産財務計画達成へ向けた労使双方の義務

をより詳しく規定することを提案した論文も掲載されていた13030

新たな方針の現場での具体化は困難だったようであり.協約カンパニアの遅れが頻繁に

伝えられた13130模範協約 (rrpHMepH副首江orOBOp，また典型協約 [THITOBOH且orOBOp] とも

いう)の作成も難航した。典型協約不要論さえ一部にあるといわれたが1323， ょうやく 10

月末に全ソ労評幹部会で草案が審議された。この頃までには協約「分権化J方針は確立さ

れており， I分権化」は特に典型協約の必要性を増すと主張された。但し典型協約は義

務的スタンダ、ードをなすものと考えてはならないとされた。典型協約案の最終審議は近い

124) (3a HH)1.ycTpHa.m'I3au.Hlo~ C以下， 311と略記]， 13 ceHT兄6p兄 1930r.， c. 1. 
125) 311， 16 ceHT冗6p匁 1930r.， c. 2. 

126) C3， 1930， N2. 49， CT. 510. 
127) T， 21 ceHTH6p匁 19:30r.， c. 1. 

12R) T， 27 ceHT兄6p冗 1930r.， c. 5 (A. AJIyφ). 
129) T， 17 OKT匁6p匁 1930r.， c. 3 (B.日bI6yJIbCKH負).
130) TaM JKe (r. KOJKeBHHKoB). 

131) T， 29 ceHT兄6p冗 1930r.， c. 1， 17 OKT兄6p冗 1930r.， c. 3，20 OKT匁6p兄 1930r.， c. 3， 31 OKT兄6p兄
1930 r.， c. 1等。

132) T， 29 OKT兄6p兄 1930r.， c. :3. 
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うちに行なわれるであろうと報じられた13330

11月3日に発表された全ソ労評幹部会決定は，これまで行なわれてきた現協約遂行点

検カンパニアがしばしば経営側の責任のみを追及する一面的な形で展開されていることを

指摘し 11月15日までに完了すべき点検カンパニアにおいて労働者側義務を重視すべき

ことを指示した。決定はまた現地(企業)協約の意義を説き，近く模範協約合発表すると

述べていた134% そして 11月13日， 最高国民経済会議との合意、のもとに全ソ労評によっ

て承認された模範協約が発表されたのである 13% これは， 1920年代の団体協約とは全く

異質の新たな構造をもっ協約の雛型であり，今後の協約の原型をなすものであるので，詳

しく紹介するに値するO
プロムフインプヲ γ

模範協約は 10章からなるO 先ず第 1章は「生産財務汁画遂行に関する双方の義務」と

題されている o 20年代の協約にはなかった章であり， 新たな協約の性格を最も端的に示

す章である。この章では先ず第 l項で，協約が工場委員会と工場管理部の問に結ばれるも

のであることを述べた後，第 2項で協約の基本任務は経済的諸課題の成功例!の遂行を保障

することにあるとするO 第3項で管理部・工場委員会・労働者・技術人員・職只のすべて
プロムフイ γプヲ Y

が，工場の生産財務計画諸指椋の完全な進行を自己の義務とするとした上で，第 4項では

生産額・労働生産性上昇率・賃金上升・原1IHi引き下げの各指標を各職場ごとに具体的数値

をもって示すよう指示されるO 以上は労使双方共同の義務であるが，その実現のために，

第 5項では管理部側の義務としての労働条件整備(生産課題の分割と下達，原材料・工具

等の適時の供給，合理化指置等)，第 6項では労働者・ I隊員の義務(欠勤の一掃， 設備・

工具等を大切に扱うこと，管理部の指示の遵守等)， 第 7項では工場委只会の義務 (ヴ汁動

規律強化.課題達成へ向けた大衆動只等)を定めている 136)。

第 2章は「社会主義的競争， 考案運動および生産会議」と題されている。 これも 20年

代の協約にはみられなかった章であり，管理部側の記帳・報奨の義務，工場委員会側の系

統的指導の義務手を定めているO 第 3章は「カード‘ノレ養成JであるO これは 20年代の協

約でいえば「見習工制度」の章にあたるが，急速な工業化の中で新しい熟練労働力養成が

深刻な課題となったため，表題も改められ，順番も前の方にIHてきたのであろう。第 4章

は労働保護および文化=日常生活条件について規定している O 第5章は賃金問題である。

かつて最も重要な位置を占めていたこの章が第2-4章の諸事項よりも後の方におかれて

いること自体，象徴的であるO 内容をみると，賃率等級表の提示，ノルマ・単価の設定方

法等，一見かつての協約と同様の事項が並んではいるが，賃金への集権的規制が進んでい

る結果，個別協約において自由に決定されるという性格のものではなくなっている(後述

参照)。 第6章は不良品および空き時間に対する支払いについて規定しているO 第7章

は雇用・解雇・異動に関する章である O これも 20年代の協約では最も重視されていた事

13:3) T， 30 OKT兄6p冗 1930r.， c. 1. 
134) T， 3 HO兄6p兄 1930r.， c.l. 
1:35)なお，模範協約と [liJ時に発表された 11JJ 9日付の全ソ労評幹部会決定は，悦範協がjの市:日IJWυ瓦を
確認した kで，似範協約はあくまでも現地組織の協約作成を峰山するためのもので，決して義務的

なものではないこと，棋範協約に合まれていない諸条引も新協約にHi人 Lうること守山ベてL、る c，

T， 13 HO兄6p兄 1930r.， c. 4. 

136) T， 13 HO兄6p兄 19:mr.， c. 4. 
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ソ速における同体協約;1;IJI立およびそのす託行

項の 1つであるが，ここではこのように背後におしゃられている O 内容的にはとりたてて

問題にすべきことがらはない。第8章は技術人員の労働条件について定め，第9章は組合

活動の保障を扱い，第10章は終草である。ここでは協約の有効期間が 1931年 1月 1日一

12 月 ~H rlであること，協約は雇用・解雇権をもっ人間には適用きれないこと， 臨時労働

者にも一部の条項を除き適用されること，工場および職場に評価 r 紛争委員会が設置され

ること，等が述べられている 137%

みられるように，この模範協約は初めの 2章，とりわけ第 l章で，生産課題遂行とそれ

へ向けての大衆動此を前面iにおしだし特に，そのための労働者・職員および工場委員会

の義務をうたったものであったのもちらん竹j軍部の側にも義務が課されてはいるが，それ

は当該工143労働者に対する義務というよりも，むしろ生産課題達成に向けた国家に対する

義務という性格を帯びているのである。協約締結のレグェルが工場=企業におろされたの

は.工場の白主性をittすためのものではなく，上級機関の作成した指標の具体化に末端活
動家を関与させることによって，計両遂行に対する責任感を高めさせようとするものであ

った。主要各指標が職場ごとに具体化されていることはそのことを端的に示しているO 前

!日1の協約カンパニアが協約の双務性を抽象的に確認したとするならば，今回の協約は各職

場ごとのツ;;働者の義務を具体的にが;すものとなったので、あるO

模範協約発表後， 協約カンパニアは本格化し， 12月初めには， カンパニアは決定的段

階に入ったといわれた138)。しかし例年カンパニアの初期段階に出されていた全ソ労評・

最高国民会議共同決定は-9月の段階で 11月初めには出ると予告されていた139)にもか

かわらず一一ーなかなか発表されず， ょうやく 12月13日付で 17日の新聞に発表された。
オプエヂネ_:-.x.

共同決定は協約締結について次のような手続きを定めた。先ず，工業各部門の合 同と

産業別労働組合中央委員会の!日jで[一般協定 (reHepaJIbHOecor JIarneHlIe) Jが結ばれる O

これは各部門の賃金的，労働生産性増，原仙i引き下げ，住宅建設・文化=生活・労働保護

手の支出について限界数字を定める。次いで，組合の州組織と合[itlもしくはトラストが一

般協定を具体化し，当該地域内の企業ごとの指慌を定めるo これを受けて，あらゆる企業

で工場委員会と管理部の問で、団体協約が結ばれる。協約締結に際して，与えられた限界数

字の変更が呼応汁耐として許されるのは，総生産高のよ目加(但し，原料による制約のない

場合に限る)，労働生産性向上， 吏なる原価引き下げ， 空き時間・不良品・原燃料支出引

き下げにrRられるo ft卒去・\~級fliJ比率・基本賃金額は中央(~立高国民経済会議とその機

関，全ソう:;J'f-とその機関)の決定によるO 賃金引き上げに閃する基本原川は，重要部門を

俄先すること， 労働者の熟練向上・生産性向とを刺激し， 出来I";J払11討を拡大すること，

同一熟練・ [1羽毛労働Ft\J の格;~~を縮小することである一一一決定は大要このように指示してい

た140)。

この共同決定で先ず注目しなければならないのは，当初は大工場で実験的に導入すると

されていた企業協約をあらゆる企業に導入するとした点で、あるO しかしそれは一般協定

1:37) TaM )!(e. 

138) T， 8 .lleKa6p兄 1930r.， c. :~. 
139) T， 21 ceHT兄6p兄 19;30r， c. 1. 
140) T， 17 .lleKa6p兄 1930r.， c. 2. 
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および州組織の指示によって二重に限定を課され，特に後者は企業ごとの指標を定めてい

るのであるから，各企業には，呼応計画として目標を高めることを除けば，与えられた指

標を職場ごとに具体化する余地しか残されていなかったことになる。また傍点部に示され

るように，賃率表および基本賃金額は中央で定められるのであるから，協約の中に賃金の

項が含まれている(模範協約第 5章)とはし、っても，それは名目的なものにとどまり，事

実ヒ協約は賃金決定機能を失っているのである 141)。これは ~O 年代の団体協約1lilJ度をそ

の核心において否定するものであった。 このl時期に， 旧 (右派) 労働組合指導部の協約

観が一際強く批判され， ソ連の団体協約と資本主義国の団体協約の異質性が強調されたの

も142) そのことを裏から明らかにしているO

共同決定の発表が遅れたためか， 現実の協約締結も予定より遅れがちであった。 12月

下旬に至ってもなかなか一般協定が結ばれず、14ベ各中央委員会・地方労働組合評議会か

ら現地への活動家派遣も遅れていることが伝えられた144)0 19:31年初頭においても， 若干

の一般協定締結が完了しておらず，一部の工業機関は無月jの論争をひきおこして締結を遅

らせているといわれた14九 最高国民経済会議その他の人民委只部による住宅建設，文化

=生活条件改善，労働保護に関する支出計両決定が遅れたので，これらの事項については

補足協定にまわすことにして，直ちに協約を結ぶという方針がとられた14的。

一般協定締結の遅れは工場協約締結にも影響した。 1n 25日の締結期限直前になって
も，多くの工場でまだ協約草案を審議していなかったり(モスクワ自動車工場，ディナモ

工場， I赤いプロレタリアJ工場等)，あるいは草案そのものができていなかったり(ポリ

シェヴィク工場， プロレタリア工場等)といった状態であった147〉。 l月 18Ll付の全ソ労

評幹部会決定は，カンバニア完了期ríl~遵守が失敗の危機に似しているとして，各組合中央

委員会および地方労働組合評議会の各議長はその個人丘任において適時に断子たる措置を

とること，また各中央委員会・地方労働組合評議会の全幹部会員および全責任活動家を根

こそぎ動員すること， という異例に強い呼びかけを行なった14830 結局， 1月25日という

期限は守られなかった。 2月初頭の論文によれば， モスクワ州では 1月28flまでに金属

工業の 500以上の企業中 25企業でしか協約が結ばれず，化学工業では 150企業のうわ69，

建設業では 500企業のうち 175，食品工業では 1428企業のうち 32， といった有様で、あっ

た。 レニングラードでは 1月25日までに金属了.業の 500以 i二の企業のうち 113企業でし

か結ばれず¥ 建設業 143企業のうち 58， またウクライナでは 1月25日までに金属工業

600企業のうち 15， ドンパス石炭業に至っては iつも協約が結ばれていないという状態で

141)もっとも，実際には，現地で勝干に託金フォンド企 flf配分する10Jきがみられたという o T， 25 
.lleKa6p兄 1930f.， c. 3 (B. UbI6y品 CK班員)， 1 mIBap兄 1931r.， c. 5 (B. LI.bI6y品 CKH説). lか l，
もちろんこう Lた引きは制山|下jに公認されてL、るものでは沿い。

142) <口JIaHOBOeX03SlHCTBO}， 19:30， NQ. 10-11， C. 171-18~ (且.PaxMaH). 

143) T， 24 .lleKa6p冗 1930r.， c. 1， 25 .lleKa6p匁 1930f.， c. 1， 26 .lleKa6p冗 1930f.， c. 1. 
144) T， 25λeKa6pSl 1930 r.， c. 3 (B. LI.bI6yλbCKH首).
145) T， 1 SlI-IBap兄 1931r.， c. 5， 2冗HBap刃 1931r.， c. 3 (B.日bI6yJIbCKH抗).
146) T， 8 兄HBap匁 1931r.， C. 1， 9兄HBap兄 1931r.， c. 4. 
147) T， 17兄HBap冗 1931r.， c. 3 (B. UbI6yJIbCKH員).

148) T， 20兄HBap冗 1931r.， c. 2. 
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ソ速における団体協約制度およびその変行

あった14930

このように締結が遅れたのは， 締結方針の大転換. 一般協定の遅れといった要因のほ

か，企業レヴェルで協約が結ばれることになったので結ばれるべき協約の数が急j干iしたと

いう事情のせいでもあったと思われる。全国的な統JI-は見出すことができなかったが， レ
ニングラードの場合，金属工業では 1930年の 99協約から::31年の 196へと 2倍増， 化学

工業ではお協約から 145へ， 綿工業では 5協約から 33へ， ]JC革工業では 4協約から 11

へ，木材工業では 28協約から 75へ，という具合で，記録された全組合の総計では 234協

約から 625へと 3倍近く i科大したのである15030

協約カンパニアの総括が行なわれたのは 3月末になってからであった。全体としては紛

争が減ったが，経営側が無用な紛争をひきおこす傾向のあったこと，突撃労働者の積極性

高揚がみられたが，生産性向上のための具体的方策が示されなかったこと，手が総括の主

要な点であった15130

VI.展望

1929年ぶのカンパニアにおける協約の意義づけの転換，そして 1930-31年カンパニアに

おける協約の構造と内容の転換は，ネップ~協約からの離別と新たな協約jjilJ 度の出現を意、

味した。 しかしこの新たな協約制度ーはそのまま定着・持続したわけで、はなかった。以

下，その後の協約の転変について駆け足でみていくこととしたい。

1931-32年の協約カンパニアは， 概して新しい要素をそれ程合まず， 30-31年カンパニ

アの延長!二にあった。いくつかの新しい点を列挙するなら~í，一般協定および地方組織

による下部への規制が一段と細かいものになったこと1523，②企業協約を補足する職場協

定の締結が提案されたこと 153〉， ⑥模範協約の中に職場ごとのJ1-体的指標のーっとして

労働者数の指標も合められていること 15ベ等が挙げられるoなお，カンパニアが遅れたた

め，協約の有効期間は 1932年 3月!日からの 1年間ということになった15530

1933年初頭の協約カンパニア(上に述べたように， このIjIJの協約が 32年 3月発効とな

ったので， お年3月発効をめざす新協約のためのカンパニアは， これまでのように年末

にではなく， :)3年初頭に始まった) は， 形式的にはIIII2 Iりlのカンパニアと同様の手続き

をふみ，ほぼ同様の構造の協約を結ぼうとするものであったが，実質的には lつの大きな

変化を合んでいた。それは労働生産性向上の極度の強l凋ということである O 労働生産性向

上目標を協約中に書きこむか存かが 20年代末における労使の大きな論争点であり， 29年

末カンパニア以降，協約Jtlへの挿入が実施されてきたことはこれまで述べてきた通りであ

るが， それはまだ治目標のうちの lっとしてにすぎなかった。 ところが，33年の協約カ

149) T， 1中eBpaλ兄 19:31r.， c. 3 (8. UbI6yJIhCKH負).
150) {OTQeT JIeHHrpaJlCKOrO 06JIaCTHOrO COBeTa rrpo中eCCHOHaJIbHhIXCOI030B 2-MY 06JIaCTlloMy 
Coe3瓦yrrpo中COlO30B(192R-1931)}.凡， 1932， c. 61. 

151) T， 29 MapTa 19:n r.， c. 4 (8.日bI6yJIbCKH員)， 30 MapTa 19~n r.， c. 1. 
152) CM. T， 2 HO兄6pH1931 r.， c. 2 (8. UhI6yJIhCKH註)
153) T， 11江eKa6p匁 1931r.， c. 1， 14 JleKa6p兄 1931r.， c. 1， 16 JleKa6pH 1931 r.， c. 1等。
154) T， 6 兄HBap冗 19~32 r.， c. 2--3. 

155) T， 21φeBpaJ問 1932r.， c. 1. 
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ンパニアにあっては，労働生産性向上こそが最大の目標と位置づけられ，かつまたそのた

めに生産高ノルマの改訂を進めることが呼びかけられたのである 15630 端的にいうならば，

1920年代においては労働組合は協約カンパニアに際して労働者の物質的条件改善を要求

し， 29年末以降はその要求を抑制したとするならば， 今や労働組合は要求抑制にとどま

らず，まさしく自ら労働生産性向上のために闘い，賃金の「不当なつりあげ」と闘うこと

が期待されたのである。

しかし当然のことながら，協約カンパニアをこのような形で展開することに対して

は，末端からの抗抗も大きかった。 ノルマ改訂・生産性向上に「階級的敵対分子J1遅れ

た労働者Jが抵抗したばかりでなく，現場の党・経常・労働組合組織もしばしば「追随主

義」に陥り， カンパニアを正しく指導しなかったと報じられた15730 労働組合がネップ期

におけるような労働者利益擁護機能を失ったことは，経営対労働という形で鮮明な利害対

抗の構図があらわれることを不可能にしたが，そのことは中央の政策が一切の抵抗なしに

現場に貫徹されたことを意味するものではなく，むしろ党および経営機関をも合めた現場

指導者の「遅れた労働者への追随」によって現場における混沌状況をつくりだしたのであ

る。

今，議論の単純化のため，団体協約の意義を労働条件設定機能と大衆動員機能の 2つに

みるとするならば，前者は 30年代に入って極小化し，後者は特に 33年に肢も重視された

といえるが，現場の実態としては，後者もまた空文にとどまる傾向をもったのであるO と

すれば，団体協約の存在意義自体が疑われざるをえなくなるであろう O 団体協約消滅の経

過，その原囚は，次にみる如く，なお不明な }\f\~を多く残しており，軽率な判断はJ民しまね

ばならないが，以上の事情は団体協約消滅を-nJ能ならしめた lつの背景を説明していると

はいえるであろう。

1934年初頭にも， 33年同様の形で団体協約カンパニアが始まった。 2月末から 3月末

にかけて， 数は前年より少ないとはし、え， 新聞紙上におげるカンパニア報道もが品、てい

る。にもかかわらず， 3)j 28日付『トルード』紙の 1i記事を最後として， 協約更新に関

する一切の情報は唐突に途絶えるO 協約カンパニアを停止するということさえも明言され

ずに.すべてが沈黙の中に消えるのである。

1960年代にアルヒープ文書を精査して";lJ=かれたモスカレンコの時士論文によれば，事

態は次の如くであった。 11934年 4月 1n，全ソ労評幹部会は合議的;Hi;1命もなしに， 幹部
会員への賛否問い合わせ (orrpoc) という形で， I卦体協約更新停止に閃する決定を採択し

た。『団体協約およびノルマ改訂に閃する全般IYJカンパニアは行なわない一ーと， この決

156) 311， 27中eBpaJI兄 1933r.， c. 1; T， 1 MapTa 19:33 r.， c. 1， 5 MapTa 1933 r.， c 1， 6 MapTa 
1933 r.， c. 1 (rrepe)l.OBa5I)等。なお，下{';の F，i'fに，エレクトロコンピナート UiIVJJ!f・トラクタ
-1t気設備一[場にWJする[，j-]体協がjのコピーがある。大きな府立造としては 1930年末発表の悦範協約
とさして変わらないが，生広i市指標が史に納iかく具体化され，託金フォンド・人員数も詳LくJどめ
ら;j L ているのが ~di'11史的である o 3JIeKTpOKoM6HHaT. 3aBO)l. AT3. KOJIJIeKTHBHbI負)l.OrOBOpHa 
1933 f. M.， 193:1. 

157) T， 6 MapTa 1933 r.， c. 4， 5 arrpeJI兄 1933r.， c， 2 (11. KYPHUbIH)， 6 arrpeJI冗 1933r.， c. 2-3 
(11. KYPHUbIH)， 21 Ma冗 1933f.， c. 2， 4 (A. A6oJIHH)， 28 Ma兄 193:1f.， c. 2， 2 HIOJI冗 1933 f.， 
c. 2， 8 HIOJI5I 1933 r.， c. 1; BoT， 1933， NQ. 7， c. 57 CH.4epBoHHbI政); {BorrpobI rrpoφ)l.BH)I{eHH5I}， 
1933， NQ. 6 (Ma鼠)， c. 6-7 (rrepe)l.OBa匁)， 1933， M. 8 (日的品)， c. 61 (φ. M. MaHMHHa)等。
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定には述べられている -1933年に締結された団体協約の効力を 1934年にも及ぼす。賃
プロムフイ γプヲソ

金・労働生産性・生産財務計画の諸問題に関しては〔……〕政府によって定められた限界

数字を指針とする。 c~ 法学的観点からは， この決定は明らかになりたたない。全ソ労評幹

部会は〔協約更新に関するJ3月 16日のソ連邦人民委員会議決定も， :)月 19日の各人民
委員部との共同指令も，取り消すことはできなかったのである 158)oJ

既にみてきたように， ~)O 年代初頭の協約， とりわけ 33年の協約の特徴は生産諸指標の

*IIIかく具体的な指示にあった。とすれば，この点を「政府によって定められた限界数字」
に委ねてしまった協約は，もはやほとんど無意味なものと化したといっても過言ではない

であろう o J:の決Æが~lJ!ttj:の刊行物には公表されなかったのも，この点に関する指導部の

自信の欠如iを物語ると解釈できょう O

1934年カンパニアが実際の協約更新に結実しなかったことを補うためか， 35年協約へ

向けての準備は早い時期に開始された。来るべき新協約はお年 1月 111発効のものとし

て結ぶよう指示され， I現在有効な団体協約が結ばれてからの 2年間」の巨大な変化を考

慮してカンパニアを展開することが主張された15930 しかし 結局， 今回も全般的な協約

更新は行なわれなかった。後の説明によれば， 1935 fr-には水j'1L 向業，木材調達・浮送

の各部門についてのみ協約が更新されたというが1603，そもそもこれらの部門は他の部門

とは別{11't1に協約カンパニアを行なうことが指示されていたのであって161) 一般の部門の

協約カンパニアの州市ljは全く不明なのであるO

とはいえ， 団体協約は完全に忘れ去られたわけで、はなかった。 1936年に出版された労

働法の概説書は，あたかも上にみたような途絶など存在しなかったかの如くに協約の法的

意義について説明しているlω。その後， (第 9期)第 6rm-全ソ労評総会 (1937年 4-5月)
でも， ~~7[ül総会 (19~)8 年 9 月)でも， 協約締結の再開が指示され， 協約が結ぼれなか

ったのは「人民の敵Jの妨15のせいであるといわれたりした16330 結局， 1947年 2月 4日

のソ連邦間僚会議決定によって団体協約復活が指ぷされるまで， 1934-46年の長きにわた

]58) r. K. MocKaJIeHKo. YKa3. CO可.， c. 247.モスカレンコは全ソ'斤l作I;lti出会決定な urAOPCCcp， 
中.5451， orr. 20， ，ll. 99， JI. 1:38く桂内木比〕からり|川している。なお，彼は続けて，この決定は「ス
ターリンの例人 \'(Jm ぷに)，~ ~ 、て採択された!と It}いているが， この jjは H~拠が薄ωである。モスカ

レンコ泊父については卜ごト%イIjIÄl"(; の御救ノJ~ によるが，その f今f(釈については氏と見解を具にする O

159) T， 9 OKT匁6p冗 19:Hr.， c. 2， 16 OKT兄6p冗 1934r.， c. 'J.-:¥ (兄 O.A6eJIb)， 16 HO冗6p兄 1934 r.， 

c. 1 (rrepe，llOBa5U 

160) {CoBeTcKoe Tpy，llOBOe rrpaBo} 1'11.， 1939， c. 61; A.日 nawepCTHHK.KOJIJIeKTHBH副首，llOrOBOp.

1'11.， 1951， c. 64. 

1(1) T， U; OKT兄6p匁 19~~4 r.， C 2--3 (兄 O.A6eJIb). 

1(2) H. AJIeKCaH，llpoB. BorrpOCbI Tpy，lla B COBeTCKOM 3aKOHO江aTeJIbCTBe.1'11.， 19:36， c. 130-135. 

1(3) {nOCTaHOBJIeHH兄 rrJIeHyMoBB日cnc(，lleB5ITOrO C03bJBa)}. [1'11.]， 1949， c. 126，145; A. E. 
nawepCTHHK. Y Ka3. CO正， c. 64-65. I:r.ぉ， 1940l，jこにシェヴェルニクは， 1-， fhl~li がわが jrj の凶民経

済免 }j，~ における i犬山[ドJJ\; (Jlt' と仕っている現在，f'(くÎ2の活問題は μIUlJjの外で， ;nu~li と無関係に決定さ

れるわけにはL、かなL、。かくして，託金調節の形態としての間体協約は不安になったj と述べた。

{npO中C0103bICCCP}， 1940， N2. 4-5， c. 5.モスカレンコの解釈によれば， このシュヴェルニク
)C ;1は， ql.に協がjの1Yネ機能のm'失イヒ折摘しただけで，協約の他の機能の消滅までをも i追いたもの
ではなかったにもかかわらず，協約締結途絶女合即化するものと受けとられたという。 r.K. 
MOCKaJIeHKO. YKa3. CO児， c. 242-243. 1941年j1Jの {Tpy江OBoe3aKOHOλaTeJIbCTBO CCCP}. 1'11.， 

1941には， 11次にI，J1体協約のJj[がない。
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って協約不在の状態が続いたのであるO

1947年の協約復活， 50年代半ぽの労働組合活発化と団体協約の役割向上の試み， 65年

の経済改革に伴う協約の規範的意義拡大の主張，等々については，別個の研究の対象とし

なければならなし、。 ともあれ， 以上のような曲折した過程は， 30年代初頭に出現した新

たな協約制度が単純にそのまま定着・持続しえなかったことを明白に物語っているO しか

しながら， 20年代末--30年代初頭の転換が，労使の交渉による賃金設定から集権的な賃

金決定への移行(協約は中央で決定された賃率表・基本賃金を繰返すにとどまる 16勺，②協

約の大衆動員機能の前面化，③その一環としての企業レヴェルで、の締結への移行(生産諸

指標を職場レヴェルまで具体化して示すことにより， その達成への責任感を高めるに と

いった諸原則に関する限り，その後の時期の協約の基本性格を規定することになったこと

も事実である。 1934-46年の無協約時代にも， 先に述べたように締結再開が再三よびかけ

られていることを考慮するならば，このような協約の基本的位置づけは一一そして，そこ

に反映している労使関係の特殊な型は一一30年代初頭以来一貫しているとい、える。本

稿の本論部分(第 V 章まで)が 1930-31年カンパニアで、終わっているのは， この意味で

正当化されうるであろう。無論， I型」確立後における曲折の幅も，本章で駆け足でみた

如く，極めて大きなものであり，その具体的解明は今後の課題としなければならない。

Soviet Industrial Relations and the Collective Agreement System 

in the 1920-s and 1930-s 

Nobuaki SHIOKAWA 

1. The Outlines of the Collective Agreement System in the NEP Period 

Collective bargaining and collective agreement in Russia， though temporarily 

practised in the first revolutionary days in 1905-1907 and again in 1917-1919，五rst

took root in the NEP period. Relatively independent position of trade unions and the 

khozraschel principle of industrial management made it possible that labour conditions 

should be settled through collective agreement， as contrasted with the governmental 

regulation in the War Communism period. 

In this chapter we closely examine the content of the Model Agreement， approved 

by the presidium of VTsSPS in February 1925， for it set a standard for most of the 

agreements up to 1929. Its constitution was as follows: 

164)但 L，実際の賃金決定は，各労働者の格つけ， ノルマ・単価決定， 各絹ブレミヤ布IJの適川等に関

して現場の裁量が含まれるので，もっと政雑である O その点は別に詳論する予定である(古ij註 46a 

の拙著，部 21'主〉。ここではただ協約の役割に限定して論じている O
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ソ連における団体協約制度およびその変容

s1. General rules 
S2. Employment and dismissal 

S3. Wages 

S4. Working hours and rest time 

S5. Protection of workers 

S6. Apprenticeship 

S7. Cultural activities 

Amonεthfse provisions most important was S~3; wages in NEP period were settled 

through collective bargaining， although centralized and planned regulation gradually 

progressed since 1926. 

11. Wage Reform and the 1927-28 Campaign for Renewal of 

Collective Agreements 

1n the 1927-28 campaign， wage reform was enforced， and the centralized regula-

tion of labour conditions was strengthened. Besides， cooperation between trade un-

ions and managers for thc cause of industrialization was greatly stressed. Actually， 

however， confrontation rather than cooperation characterized the process of concluding 

collective agreements. Conflicts occurred frequently and hindered the quick compl-

etion of the campaign. This fact attests the remaining independence of trade unions， 

though to a smaller degree than before owing to the industrialization policy of the 

Party. 

III. The 1928-29 Campaign 

The 1928-29 collective agreement campaign coincided with the struggle between 

“Rightist" trade union leaders and the Stalinist Party leadership. At the beginning 

of 1929， Tomsky left the post of chairman of VTsSPS， although he had been re-

elected to the post shortly before. 1n his stead， A. Do広adovand L. Ginz burg took 

the lead of trade unions in this campaign. 

At this time the industrialization policy of thc Party was becoming more and 

more radical， and the trade unions' position was accordingly weakening vis-ιvis inclus時

trial managers. N evertheless， tracle unionists resistecl this move， and the occurrence 

of conflicts was high. This was the last campaign in which Soviet trade unions 

displayed their independence. Shortly after tbe closing of the campaign，“Rightist" 

trade union leaders were ousted， and the general line of the unions was radically 

changed. 

IV. The Turnabout of the Soviet Trade Unions and the 1929 Campaign 

The new leadership of VTsSPS emphasized that the collective agreement should 

be a bilateral contract， imposing the duty of raising labour productivity on workers. 
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and that union activists should curb the demand of raising wages. One article in the 

journal Izvestiia TsK VKP (b) preached the “politicization of the collective agreement 

campaign." 

In such a situation there appeared an article， written by a leader of the Union 

of Employees in Soviet Commerce， M. Gegechkori， which advocated the extinction of 

the collective agreements. Gegechkori's contention was denied on the ground that 

thc、collectiveagreement system had now acquired the mass-mobilization function instead 

of lIle old function of regulating labour conditions. 

In this year there was another controversy; the point was whether the ρromji-

nPlan indices， including the labour productivity and cost， should be included in the 

col1ective agreements. Some trade unionists objected to the insertion of such indices， 

but VTsSPS and VSNKh jointly decided that these indices should be included in the 

col1ective agreements. This made it more explicit that the si只nificanceof the colle-

ctive agreement had radically changed from the regulation of labour conditions to the 

mobilization of workers for the goal of raising production and productivity. 

V. The Continuation of the Change in the Collective Agreement 

System and the 1930-31 Campaign 

Collective agreements were thus far contracted either by the central 

committee (in the case of central agreements) or by the local committes (in the case 

of local agreements) of trade unions; factory committees never contracted the collective 

aεreements. But a series of decisions in 1930 stipulated that the collective agreements 

should thereafter be concluded by the factory committee on plant-level. The purpose 

of this change in procedure (the so-called “decentralization of collective agreements") 

was to speicfy the target indices as concretely as possible in order to mobilize workers 

for realizing more concrete tarεets. The targets in ρromjinρlan were set by central 

organs beforehand and could be changed only to the direction of heightening through a 

so-called counter-plan (vstrechnyiρlan). So this “decentralization" really did notεive 

factory committees greater power. Rather， it was a culmination of the change in the 

Soviet collective agreement system from the regulator of labour conditions to the 

bilateral contract which was aimed at mobilizing workers for the goal of raising pro咽

duction and productivity. 

The contents of the new Model Agreement， publicized on 3 Novermber， 1930， 

were as follows: 

s1. Obligations of both workers ancl management concerning the excution of 
ρromfinρlan 

S2. Socialist emulation， invention movement， and the production conference 

S3. The training of cadres 

S4. Protection of workers and cultural and everyday-life conditions 
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ソ連における団体協約制度およびその変得

S5. Wages 

S6. Payment for inferior products and stoppage 

S7. Employment， dismissal， and shifting 

S8. Working conditions of engineers and technicians 

S9. About the activities of factory committees 

SlO. Closing provisions 

Most conspicuous of these provisions were Sl and e2， both of which were lacking in 

the collective agreements in the 1920-s. In contrast to these clauses， S5 was a mere 

formality as a result of the centra1ization of wage determination. Thus， this Model 

Agreement was surely a totally different piece from that of 1925， which we examined 

in the Chapter One. 

VI. Collective Agreement System after 1931 

The 1931-:32 collective agreement campaiεn saw little change from that of 1930-

:31. Again in 193~) ， there were few formal changes， but the characteristic of this 

year was the extremely strong stress laid on labour productivity problem. Trade 

unionists were expected to energetically propagate the signi品canceof raising labour 

productivity. This line of campaign， however， was met with a great resistance not 

only from rank-and-五leworkers but also from lower trade unionists and party activists. 

In February-March 19~)4 there began a collective agreement campaign as usual. 

But the campai炉1suddenly ceased without any explanation. According to G. K. 

l¥1oskalenko， who wrote a doctoral dissertation in 1960 using a lot of archival materials， 

the presidium of VTsSPS adopted a decision to halt the campaign on 1 April. 

Moskalenko severely criticizes the “cult of personality of Stalin" as a cause of such an 

unjust decision. Anyway， collective agreement disappεared since then up to the 

year 1947， despite repeated efforts to revive it in the latter half of the 1930-s. 
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